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○日時 令和２年３月６日   午前10時00分開会 

○場所 議場 

○議件 

１．議案第14号 平成31年度網走市一般会計補 

正予算中、所管分 

２．議案第16号 平成31年度網走市国民健康保 

険特別会計補正予算 

 ３．議案第21号 平成31年度網走市介護保険特 

         別会計補正予算 

 ４．議案第23号 平成31年度網走市後期高齢者 

         医療特別会計補正予算 

 ５．議案第25号 網走市印鑑の登録及び証明に 

関する条例の一部を改正する 

条例制定について 

 ６．請願第９号 加齢性難聴者の補聴器購入に 

         対する網走市の財政制度の創 

設を求める請願 

 ７．請願第10号 加齢性難聴者の補聴器購入に 

対する公的補助制度の創設を 

求める意見書提出についての 

請願 

 ８．請願第11号 安全安心な給食の提供体制維 

         持及びアレルギー対応につい 

ての請願 

 ９．請願第12号 網走市の学校給食の民間委託 

計画の中止と公設・公営の現 

行給食の維持を求める請願 

 10．請願第13号 「おいしいまち網走」の学校給 

        食の未来をともに考えることを 

         求める請願 

 11．請願第14号 網走市の学校給食の民間委託 

中止と安心安全な給食の維持 

を求める請願 

 12．請願第16号 「子供の医療費無料化制度の 

拡充」を求める道への意見書 

の提出を求める陳情 

 13．陳情第17号 生活保護収入認定等に関する 

陳情 

 14．行政視察について 

───────────────────── 

 

○出席委員（７名） 

 委  員  長    永 本 浩 子 

 副 委 員 長    近 藤 憲 治 

 委 員    金 兵 智 則 

            工 藤 英 治 

            平 賀 貴 幸 

            古 田 純 也 

            村 椿 敏 章 

─────────────────────── 

○欠席委員（０名） 

─────────────────────── 

○委員外議員（１名） 

 議 長    井 戸 達 也 

─────────────────────── 

○傍聴議員（４名）   川原田 英 世 

            澤 谷 淳 子 

            松 浦 敏 司 

            山 田 庫司郎 

─────────────────────── 

○説明者 

 副 市 長    川 田 昌 弘 

 市民環境部長    酒 井 博 明 

 健康福祉部長    桶 屋 盛 樹 

 戸籍保険課長    江 口 優 一 

 戸籍保険課参事    渡 邉 眞知子 

 社会福祉課長    岩 尾 弘 敏 

 介護福祉課長    高 橋 善 彦 

 子育て支援課長    清 杉 利 明 

 

 教 育 長    三 島 正 昭 

 学校教育部長    林   幸 一 

 学校教育部次長    大 西   篤 

 学校教育課長    小 松 広 典 

 

○事務局職員 

事 務 局 長    大 島 昌 之 

次     長    細 川 英 司 

総務議事係主査    寺 尾 昌 樹 

 

午前10時00分開会 

○永本浩子委員長 ただいまから文教民生委員会を

令和２年 網走市議会 

文 教 民 生 委 員 会 会 議 録  

令和２年３月６日（金曜日） 
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開会いたします。 

 平賀委員から遅参の連絡がありましたので御報告

いたします。 

 初めに本日の委員会は、議場にて執り行います

が、質疑と答弁は着席のまま行うこととしますので

御承知おきください。 

 本日の委員会ですが、付託されました議案５件、

請願７件、陳情１件の合計13件を審査いたしまし

て、最後に行政視察について協議いたします。 

 進行ですが、初めに市民環境部、健康福祉部関係

分の審査を行います。 

その後、理事者入れ替えし、教育委員会関係の議

案を審査し、再度理事者入れ替えをし、請願・陳情

の審査を行います。 

 それでは最初に、議案第14号平成31年度網走市一

般会計補正予算中、当委員会所管分のうち、戸籍住

民基本台帳管理事業、個人番号カード交付事業の説

明を求めます。 

○江口優一戸籍保険課長 議案資料40ページを御覧

願います。 

 議案第14号平成31年度網走市一般会計補正予算

中、所管分、戸籍住民基本台帳費のうち、個人番号

カード交付事業補正予算について御説明いたしま

す。 

 初めに、補正の理由及び内容でございますが、個

人番号カード関連事務委任に係る交付金の令和元年

度政府予算について、補正予算が閣議決定されたこ

とから、政府予算に対応するため地方公共団体情報

システム機構に対する委任に係る交付金として620

万2,000円を増額するものです。 

 この補正予算に係る財源につきましては、全額国                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

補助金となっており、補正前の額、補正額、補正後

の額につきましては、議案資料のとおりとなってお

ります。 

 説明は以上でございます。 

○永本浩子委員長 それでは質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

○古田純也委員 このマイナンバーカードなのです

けれども、なかなか私も身近な存在ではなくてです

ね、現在の市民への普及率はどのぐらいあるのか、

もしわかっていればお伺いしたいのですけれども。 

○江口優一戸籍保険課長 令和２年１月末現在の交

付枚数ですが4,541枚、割合にしまして、12.7％と

なっております。 

○古田純也委員 今後、ますますその普及率を図る

ために、何か市としての考えがあったらお伺いした

いのですけれども。 

○江口優一戸籍保険課長 個人番号カードにつきま

しては、申請をしましても受け取りに来るのに、な

かなか仕事が忙しくて来られないという方がおりま

して、そういう方が１月末で216名おります。この

方に対して交付を受け取りやすくするために、本年

３月から、毎月第１火曜日、第３木曜日の夕方５時

半から８時までを臨時開設として交付するようにし

ております。また、第２土曜日につきましては、９

時から午後３時までを臨時窓口として開けておりま

して、仕事で昼間に来られない方に対して交付でき

るようにしております。 

○古田純也委員 それでは、このたびの補正予算に

ついて、どのような利用をされるのか具体的にお伺

いしたいのですが。 

○江口優一戸籍保険課長 今回、補正しました金額

につきましては、国の補正後の予算額を全国に対す

る網走市の人口のシェアの部分で割り返して出た金

額でございますので、具体的にこのお金につきまし

ては、地方公共団体情報システム機構が、マイナン

バーカードの交付をしたり、そういうのに使ってい

る費用となっております。 

○古田純也委員 はい、以上です。 

○永本浩子委員長 よろしいですか、それではほか

に。 

○村椿敏章委員 今の網走市で言えば4,541枚とい

うことなのですが、今年の289万6,000円の内訳とい

うのですかね、何枚を想定していたのでしょうか。 

○江口優一戸籍保険課長 この当初予算につきまし

ては、国の予算額に対して網走市の人口の割合で決

められた金額になりますので、１枚当たり幾らとい

う感じでの予算にはなっておりません。 

 補足いたしますと、個人番号カードにつきまし

て、交付することにつきましては、日本全国の部分

について地方公共団体情報システム機構というとこ

ろが行っております。市町村につきましてはそれを

申請をして、その情報を公共団体システムに送っ

て、出てきたカードを市民に対して交付するのが市

町村の役割となっておりますので、実際にカードを

制作するのは、公共団体システムが行っておりま

す。そのシステム機構が係るお金を各市町村の人口

で金額が決まってきますので、その金額をシステム

機構に委任代という形で支払いするという形になっ

ております。 
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○村椿敏章委員 カードの発行の手数料は、網走市

が扱う部分の手数料として、国から出てくるような

形ということ捉えていいですかね。 

 枚数が何枚出たから、それに対して幾らというの

ではなくて、年度で幾ら出ますよと。今年で言えば

290万6,000円が最初に予算配分されて、今回も補正

で国が出たから、人口割合でいくと620万2,000円が

加わったということですね。 

○江口優一戸籍保険課長 １人当たり幾らという形

で交付されているわけではなくて、日本全体で幾ら

かかるということに対して、市町村の人口の部分の

割合が市町村の上限額という形になりますので、今

回も補正額の上限額という形で900万という形にな

っております。 

○村椿敏章委員 あと国のですね、全国の発行状

況、それから全道の発行状況について聞きたいので

すけれども。 

○永本浩子委員長 暫時休憩いたします。 

             午前10時09分休憩 

午前10時09分再開 

○永本浩子委員長 それでは再開いたします。 

○村椿敏章委員 今、私がお聞きしたのですが、私

が調べたところでは、全国でも今15％くらいだって

いう、枚数はわからないですけれども、15％くらい

という数字は私も押さえてはいるのですけれども、

マイナンバーカードの制度というのは、多くの国民

が必要性をあまり感じていないと思うのですよね。

便利さとかそういうのもないですし、そして個人情

報が漏れてしまったらどうなるのだという心配もし

ております。 

 そういうことで、進まないのではないのかと思っ

ているので、国が今普及させるために何千億円もお

金をかけて進めること自体にちょっと疑問を感じて

おります。 

 以上です。 

○永本浩子委員長 よろしいですか。 

 答弁は大丈夫ですか。 

○村椿敏章委員 はい。 

○永本浩子委員長 答弁はいりますか。 

○村椿敏章委員 答弁は後ほどまた。 

○永本浩子委員長 それではほかに。 

 暫時休憩いたします。 

             午前10時11分休憩 

午前10時15分再開 

○永本浩子委員長 それでは再開いたします。 

 村椿委員の質問に対する答弁が、まだそろってお

りませんので、今の件の採決は後回しにして次に移

りたいと思います。 

 それでは、議案第14号平成31年度網走市一般会計

補正予算中所管分のうち、国民健康保険特別会計繰

出金についてと、議案第16号平成31年度網走市国民

健康保険特別会計補正予算について関連があります

ので併せて説明を求めます。 

○江口優一戸籍保険課長 議案資料41ページを御覧

願います。 

 議案第14号平成31年度網走市一般会計補正予算

中、所管分、社会福祉総務費のうち、国民健康保険

特別会計繰出金について御説明いたします。 

 初めに、補正の理由及び内容でございますが、一

般会計から国民健康保険特別会計への繰出金につい

て、低所得者に対する保険料軽減の財源となりま

す、保険基盤安定分、地方交付税に算入されている

ところの財政安定化支援事業分が確定したことか

ら、次の経費を増額補正するものでございます。 

 経費の使途でございますが、繰出金として保険基

盤安定分589万8,000円の増額、国保財政安定化支援

事業分95万7,000円の増額、合計685万5,000円を増

額するものでございます。 

 次に、この事業に係る財源及び予算額でございま

すが、２の補正額のとおり国庫負担金219万3,000円

の増額、道負担金223万円の増額、一般財源243万

2,000円の増額、合計685万5,000円の増額となり、

補正前の額、補正後の額及び歳入予算内訳につきま

しては、議案資料のとおりでございます。 

 続きまして、議案資料50ページを御覧願います。 

 議案第16号平成31年度網走市国民健康保険特別会

計補正予算について御説明いたします。 

 初めに、補正の理由及び内容でございますが、確

定した各交付金について増額補正及び財源補正を行

うものでございます。 

 ２の補正額につきましては、（１）の歳出で保険

給付費等交付金の償還金として80万円の増額、財源

は国民健康保険事業準備基金の繰入金としておりま

す。 

 （２）の歳入では、一般会計で先ほど補正した国

民健康保険特別会計繰入金として685万5,000円を増

額、同額を国民健康保険料から減額する財源補正を

しております。また、平成30年度の保険給付費等交

付金が確定したことで、70万円の減額が生じました

が、減額分は、平成31年度の保険給付費で相殺され
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ることになり、不足が生じるため、同額を基金から

繰り入れする財源補正をしております。 

 以上、歳出の償還金で80万円、歳入の相殺に伴う

財源補正で70万円、合計150万円が必要となること

から、基金から繰り入れすることとしております。 

 なお、補正内容と事業別財源内訳は（３）に記載

のとおりでございます。 

 説明は以上でございます。 

○永本浩子委員長 それでは質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

○村椿敏章委員 今回のこの低所得者の軽減額が、

当初想定を上回ったということなのですけれども、

当初の想定でいくと何件あって、そしてこの上回っ

たというのは何件あるのかお聞きします。 

○江口優一戸籍保険課長 平成31年度の当初予算で

７割軽減の方が、当初1,725世帯、５割軽減の世帯

は836世帯、２割軽減が618世帯、合計3,790世帯で

当初予算を組んでおりましたけれども、最終的な結

果としましては７割軽減で1,756世帯、５割軽減で

832世帯、２割軽減で597世帯、合計3,185世帯とな

っております。 

○村椿敏章委員 わかりました。 

 ありがとうございます。 

○永本浩子委員長 ほかに質疑ございますか。 

○平賀貴幸委員 今、上回った部分についての数字

があったのですけれども、なぜそれが上回る事態が

生じるのか、ちょっとまだわからないのですけれど

も、単純に当初の見込みがうまくいっていなかった

から、結果的に増えたものなのか、それとも所得が

何らかの理由で下がったからそういうのが生じたの

か、どういう理由で乖離が生じるものなのでしょう

か。 

○江口優一戸籍保険課長 当初予算を作成する時期

というのが大体12月頃で、予算策定のためにどれぐ

らい軽減する人数がいるだろうというふうに算定し

ておりますけれども、その時点ではまだ所得分につ

いてはまだ確定しておりませんので、前年度からの

伸びですとかを参考にして、およそこれぐらいとい

う形で当初予算では見ております。その後、実際に

前年の所得が判明した結果、最終的な軽減者が確定

しますので、そこでどうしても差が出て来るもので

ございます。 

○平賀貴幸委員 制度設計上、今回最初なのでやむ

を得なかったということなのだと思います。 

 それで、もう１点確認ですけれども、50ページの

ほうには基金繰入金で、150万円出てくるのですよ

ね。これ、他会計繰入れと合わせると800万円超え

るのですけれども、これが全て上回った分だという

ふうに理解していいですか。このトータル額が上回

った分になるのですか。 

○永本浩子委員長 暫時休憩いたします。 

             午前10時20分休憩 

午前10時21分再開 

○永本浩子委員長 それでは再開いたします。 

 平賀委員の質問に対する答弁から。 

○江口優一戸籍保険課長 今回、一般会計で増えた

金額が685万5,000円、その分が特別会計のほうの繰

入金という形で増額になっております。 

 そのほかに、基金から80万円と70万円の分を足し

た150万円を基金から繰入れるという形になってお

ります。 

○平賀貴幸委員 はい、理解させていただきまし

た。 

 こういった財源補正という形ですけれども、今後

もその軽減額については、その所得に動きがあれば

発生する可能性があるというふうに思っていていい

ですか。それとも、最初だったのでそういう形が生

じたということなのでしょうか。どういう形で理解

したらいいのでしょうか。 

○江口優一戸籍保険課長 ７割軽減とかは所得に応

じて、７割軽減、５割軽減となりますけれども、年

度途中で例えば社会保険から国保に移る方で、所得

を計算した結果、そういう軽減対象になる方もいら

っしゃいますので、今後増える、年度内で変わる可

能性はございます。 

○平賀貴幸委員 わかりました。 

○永本浩子委員長 よろしいですか。 

 ほかに質疑ございますか。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、お諮りいたします。 

 議案第14号平成31年度網走市一般会計補正予算

中、所管分のうち、国民健康保険特別会計繰出金に

ついてと、議案第16号平成31年度網走市国民健康保

険特別会計補正予算については、全会一致により原

案可決すべきものとして決定してよろしいでしょう

か。 

      〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 それではそのように決定されました。 

 

○永本浩子委員長 それではここで、先ほどの村椿
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委員の質問に対する答弁の準備が整いましたので、

お願いしたいと思います。 

○江口優一戸籍保険課長 それでは先ほど、村椿委

員から質問がありました全国のマイナンバーカード

の交付枚数ですが、令和２年１月20日現在で191万

1,271枚、人口に対する交付割合は15.0％となって

おります。 

 続きまして、北海道における枚数ですが、こちら

は令和２年２月23日現在ですけれども、68万6,367

枚となっております。 

 先ほど答弁したのを訂正させていただきます。 

 全国の交付枚数は1,910万1,271枚です。 

 申し訳ありません。 

○村椿敏章委員 ありがとうございます。 

 私の押さえていた数字とほぼ同じなのでわかりま

した。 

○永本浩子委員長 それでは、お諮りいたします。 

 議案第14号、平成31年度網走市一般会計補正予算

中所管分のうち、個人番号カード交付事業について

は、大方の賛成により原案可決すべきものとして決

定してよろしいでしょうか。 

      〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 それではそのように決定されました。 

 

○永本浩子委員長 では次に移ります。 

 議案第16号平成31年度網走市国民健康保険特別会

計補正予算のうち、債務負担行為の補正について説

明を求めます。 

○江口優一戸籍保険課長 議案資料７ページ、補正

予算の概要のうち、３．債務負担行為の補正の二つ

目、国民健康保険特別会計を御覧願います。 

 議案第16号平成31年度網走市国民健康保険特別会

計のうち、債務負担行為に係る補正予算について御

説明いたします。 

 補正の理由及び内容でございますが、令和２年度

の国保市町村事務処理標準システム補修委託契約及

び、国保市町村事務処理標準システム連携保守委託

契約に当たって、令和元年度中に契約事務を執り進

める必要があることから、債務負担行為限度額167

万7,000円を追加補正するものでございます。 

 説明は以上でございます。 

○永本浩子委員長 それでは質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、ないようですので、お諮りいたしま

す。 

 議案第16号平成31年度網走市国民健康保険特別会

計補正予算のうち、債務負担行為の補正について

は、全会一致により原案可決すべきものとして決定

してよろしいでしょうか。 

      〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 それではそのように決定されました。 

 

○永本浩子委員長 次に移ります。 

 議案第14号平成31年度網走市一般会計補正予算

中、所管分のうち、就労継続支援給付事業、障がい

者移動支援事業、障がい者日中一時支援事業につい

て併せて説明を求めます。 

○岩尾弘敏社会福祉課長 議案資料42ページを御覧

願います。 

 障がい者福祉費、就労継続支援給付事業ほか２事

業の補正予算について御説明いたします。 

 １の補正の理由及び内容でございますが、障害者

総合支援法に基づく、障がい福祉サービスの利用者

及び、利用日数等が当初見込みを上回ったため、就

労継続支援給付費、移動支援給付費、日中一時支援

給付費を追加するものです。 

 ２の補正額ですが、初めに①の就労継続支援事業

について不足が生じると見込まれる額3,700万円を

追加するもので、財源は国庫負担金1,850万円、道

負担金925万円、残り925万円は一般財源です。 

 次に、②障がい者移動支援事業について、不足が

生じると見込まれる額350万円を追加するもので、

財源は国庫補助金102万2,000円、道補助金51万

1,000円、残り196万7,000円が一般財源です。 

 次のページ、③障がい者日中一時支援事業につい

て不足が生じると見込まれる額180万円を追加する

もので、財源は国庫補助金52万5,000円、道補助金

26万2,000円、残り101万3,000円が一般財源です。 

 説明は以上です。 

○永本浩子委員長 それでは質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

○村椿敏章委員 先ほどのと似てはいるのですが、

今回の当初見込みを上回ったため追加補正するとい

うことなのですが、この利用者数の人数が変わった

のか、利用日数が変わったのか、利用の状況につい

てお聞きします。 

○岩尾弘敏社会福祉課長 初めに、就労継続支援給

付事業についてですが、こちらについては利用者、

利用日数ともに増加しておりまして、Ａ型支援では
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当初より６人、477日増えております。 

 また、Ｂ型支援では当初見込みより33人、3,478

人が増えております。 

 また、この増加の主な要因としましては、Ｂ型の

１事業所について、平成30年８月に指定取消となっ

た事業所がございまして、その分については当初予

算で見込んでおりませんでしたが、その後処分が執

行停止となり、当該事業者への支払いが発生したの

で、その分が3,451万円の純増となっております。 

 ２番目の障がい者移動支援事業についてでござい

ますが、当初見込みよりも10人、2,204時間増えて

いる状況でございます。 

 ③の障がい者日中一時支援事業についてですが、

これは障がい者のデイサービスでございますが、人

数については、当初見込みより３人減っております

が、回数が見込みよりも277回増えております。 

 そういった状況でございます。 

○村椿敏章委員 わかりました。 

○永本浩子委員長 ほかに質疑ございませんか。 

○平賀貴幸委員 先ほど多分、何か日中支援事業、

デイサービスとあるのですけれども、デイサービス

ではないですよね、一時預かりですよね、間違いじ

ゃないかなと思うのですけれども、まずそこを確認

させてください。 

○岩尾弘敏社会福祉課長 一時預かりということで

ございます。 

○平賀貴幸委員 はい、わかりました。 

 増えた理由もわかりました。 

 ちょっとだけ確認なのですけれども、これは当初

で余ったからそうなのかなと思うのか、私の記憶違

いなのかあれなのですけれども、就労継続支援は、

国の法定事業なので財源は国が２分の１で、道と市

町村は４分の１なのですけれども、障がい者移動支

援と日中一時支援についてはそうじゃないですけれ

ども、これは補正だからこうなっているのか、そも

そもその交付税で措置されたりしているからこうい

う形になって、別の考えなのか基本的なことをちょ

っと教えてください。 

○岩尾弘敏社会福祉課長 移動支援事業と日中一時

支援事業につきましては、地域生活支援事業という

ことで、必ずしも４分の１を市が負担するというこ

とになりませんので、歩留まりというか、ある程度

道の補助、国の補助という道の補助が、掛け率がご

ざいまして、それに従って、市の必ずしも４分の１

にならずに、それよりも増えているという状況でご

ざいます。 

○平賀貴幸委員 交付税措置は別に確かあるはずな

ので、それに加えてという形でこういう形だと思う

のですけれども、これは当初から変わっていないと

いう形ですね。そこは理解させていただきました。 

 指定取消しのところに関係しているところですの

で、サービスが適切に行えるのか、どうかというと

ころをしっかり見てかなきゃいけないのだろうなと

いうふうに一方で思うのですよね。その結果がどう

なるかというのは、いろいろこれからあるのでしょ

うけれども、その辺についてはどんな配慮がされて

いるのでしょうか。 

○岩尾弘敏社会福祉課長 当該事業所につきまして

は、道も監査に入っておりますし、市としましても

必要な裁判等もございますけれども、必要な措置を

するということで考えております。 

○平賀貴幸委員 理解させていただきます。 

 地域生活支援事業については特に市町村の管轄な

ると思いますので、そこは道ともですねいろいろ連

携をしながら進めていただきたいと思います。 

 以上です。 

○永本浩子委員長 ほかに質疑ございますか。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それではお諮りいたします。 

 議案第14号平成31年度網走市一般会計補正予算中

所管分のうち、就労継続支援給付事業、障がい者移

動支援事業、障害者日中一時支援事業については、

全会一致により原案可決すべきものとして決定して

よろしいでしょうか。 

      〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 それではそのように決定されました。 

 

○永本浩子委員長 では、次に移ります。 

 議案第14号平成31年度網走市一般会計補正予算

中、所管分のうち、介護保険特別会計繰出金と議案

第21号平成31年度網走市介護保険特別会計補正予算

について、関連がありますので併せて説明を求めま

す。 

○高橋善彦介護福祉課長 議案資料52ページを御覧

願います。 

 まず、平成31年度介護保険特別会計補正予算、居

宅介護サービス給付費ほか５事業につきまして御説

明をいたします。 

 １の補正の理由及び内容でありますが、平成31年

度における介護給付費等の増減に伴い、経費を減額
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補正するとともに、地域支援事業に係る国庫補助金

などの追加交付により、経費の財源を補正するもの

でございます。 

 減額の内容につきましては、居宅介護サービス給

付費が1,000万円、施設介護サービス給付費が5,000

万円となります。 

 追加の内容につきましては、高額介護サービス費

が200万円となり、全体で5,800万円を減額補正する

ものでございます。 

 また、地域支援事業の国庫補助金などの追加交付

における、財源の補正につきましては、介護予防訪

問介護サービス事業が822万3,000円、介護予防通所

介護サービス事業が1,022万6,000円、介護予防ケア

マネジメント事業に243万4,000円の合計2,088万

3,000円を充当するものでございます。 

 歳出歳入予算における給付費及び、事業ごとの補

正前の額、補正額、財源内訳、補正後の額につきま

しては、２の補正額（１）歳出予算の①居宅介護サ

ービス給付費から、55ページ上段の⑥介護予防ケア

マネジメント事業に記載のとおりでございます。 

 また、歳入予算における科目ごとの補正前の額、

補正額、補正後の額につきましては、55ページ中段

の（２）歳入予算に記載のとおりでございます。 

 続きまして、議案資料44ページを御覧願います。 

 平成31年度一般会計高齢者福祉費補正予算、介護

保険特別会計繰出金につきまして、御説明をいたし

ます。 

 １の補正の理由及び内容でありますが、先ほど御

説明申し上げました、平成31年度における介護保険

特別会計の介護給付費の減少、地域支援事業費に係

る国庫補助金などの追加交付に伴い、市の負担分と

して介護保険特別会計への繰出金が減額となるた

め、経費を減額補正するものであります。 

 金額につきましては、2,813万3,000円となりま

す。 

 歳出予算における補正前の額、補正額、財源内

訳、補正後の額につきましては、２の補正額に記載

のとおりとなります。 

 説明は以上でございます。 

○永本浩子委員長 それでは質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

○村椿敏章委員 44ページの介護給付費の減少と国

庫補助金の追加交付ということなのですが、給付費

が幾ら減ったのか、そして国庫補助金の追加は幾ら

なのかをお聞きします。 

○高橋善彦介護福祉課長 まず介護給付費の減少分

ですが、こちらが725万円。 

 地域支援事業費分が2,088万3,000円となっており

ます。 

○村椿敏章委員 国庫補助金の追加交付も下がった

ということですか。 

 給付費が725万で、国庫補助金の追加交付という

のが2,088万円、合わせたものが繰出金として減る

ということですか。 

○永本浩子委員長 暫時休憩いたします。 

             午前10時39分休憩 

午前10時40分再開 

○永本浩子委員長 それでは再開いたします。 

○村椿敏章委員 先ほどの質問は、私が理解できな

かっただけなのでわかりました。 

○永本浩子委員長 それでは、ほかに質疑ございま

すか。 

 よろしいでしょうか。 

○村椿敏章委員 もう一つ、52ページの給付費が落

ちているというところですけれども、この落ちてい

る理由はどういう理由で落ちているのでしょうか。 

○高橋善彦介護福祉課長 まず、減額となります居

宅介護サービス給付費につきましては、通所リハビ

リにつきまして、当初予算見込みより実績が下回っ

ております。 

 また施設介護サービス給付費につきましては、介

護医療院の開設の遅れによります、当初予算見込み

より実績がないということで、こちらが減というふ

うな形になっております。 

○村椿敏章委員 わかりました。 

○永本浩子委員長 それでほかに。 

○平賀貴幸委員 今の答弁の中で、通所リハビリの

利用が下回るということでお話があったところで

す。これの理由というのが、結構大事だろうなと思

うのですけれども、なかなかその事業所のほうでも

体制を組むのが大変でこういう形になっているの

か、そもそも利用が見込みより少なかったから発生

しているものなのか、どういうふうに捉えたらいい

のでしょうか。 

○高橋善彦介護福祉課長 通所リハビリにつきまし

ては、１事業所の人員体制ですとか、そういったと

ころの問題がありまして、受入れが少し難しいとい

った状況が若干の期間があったというふうに認識を

しております。 

○平賀貴幸委員 多分そうなのだろうなという気は
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していたのですけれども、そこは今の状態としては

改善されたりしているのでしょうか。 

 それともまだ課題があって、改善のための取り組

み中なのか、どんな状況なのでしょうか。 

○高橋善彦介護福祉課長 当該事業所につきまして

は、介護人材がある程度充足しつつありまして、利

用人数も若干の回復傾向にあるということで伺って

おります。 

○平賀貴幸委員 わかりました。 

 できるだけ、働く皆さんにとっていい環境になる

ということが大事ですので、引き続きそこは市のほ

うでも関わりを持ちながら、取り組んでいってほし

いなと思うのですけれども、できればもう１事業所

できたほうが網走の規模だといいのだろうなと思う

のですけれども、原課としてそこら辺はどのように

お考えでしょうか。 

○高橋善彦介護福祉課長 現在、第８期介護保険事

業計画の策定に向けまして、サービス見込み量調査

等を行っている段階でございますので、各事業所の

意見を聞きながら、そういったところも反映してい

きたいというふうに考えております。 

○平賀貴幸委員 以前はたしか、もう１カ所あった

時期もあったというふうに記憶しているのですけれ

ども、できるだけですね、せめて２カ所は通所リハ

ビリがあったほうが、いろいろな意味で使い勝手も

いいんでしょうし、いい意味での競争だとか、そう

いったことも生まれると思うので引き続き努力をし

ていただきたいと思います。 

 以上です。 

○永本浩子委員長 ほかに質疑ございますか。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようですので、それではお諮りいたします。 

 議案第14号平成31年度網走市一般会計補正予算

中、所管分のうち介護保険特別会計繰出金と、議案

第21号平成31年度網走市介護保険特別会計補正予算

については、全会一致により原案可決すべきものと

して決定してよろしいでしょうか。 

      〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 それではそのように決定させていただきます。 

 

○永本浩子委員長 次に移ります。 

 議案第21号平成31年度網走市介護保険特別会計補

正予算のうち、債務負担行為の補正について説明を

求めます。 

○高橋善彦介護福祉課長 議案資料８ページ、資料

５号を御覧願います。 

 平成31年度介護保険特別会計債務負担行為の補正

につきまして御説明いたします。 

 令和２年度における介護保険業務を円滑に進める

ため、今年度中に契約事務を執り進める必要がある

ため、事務機器リース契約といたしまして37万円、

要介護認定訪問調査委託契約といたしまして440万

円を債務負担行為の限度額として追加補正するもの

でございます。 

 説明は以上でございます。 

○永本浩子委員長 それでは質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 よろしいですか。 

 それでは、お諮りいたします。 

 議案第21号平成31年度網走市介護保険特別会計補

正予算のうち、債務負担行為の補正については、全

会一致により原案可決すべきものとして決定してよ

ろしいでしょうか。 

      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、そのように決定されました。 

 

○永本浩子委員長 次に移ります。 

 議案第14号平成31年度網走市一般会計補正予算

中、所管分のうち、後期高齢者医療療養給付費負担

金の説明を求めます。 

○江口優一戸籍保険課長 議案資料45ページを御覧

願います。 

 議案第14号平成31年度網走市一般会計補正予算中

所管分、高齢者福祉費のうち後期高齢者医療療養給

付費負担金の補正予算について御説明いたします。 

 初めに補正の理由及び内容でございますが、この

たび平成30年度分の後期高齢者医療費の確定に伴

い、療養給付費負担金の精算金が発生したことか

ら、後期高齢者医療療養給付費負担金2,334万6,000

円を減額補正するものでございます。 

 この事業に係る財源等につきましては、全額一般

財源となっており、補正前の額、補正額、補正後の

額につきましては議案資料のとおりでございます。 

 説明は以上でございます。 

○永本浩子委員長 それでは質疑に入ります。 

 質疑ございますか。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 よろしいでしょうか。 

 それではお諮りいたします。 
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 議案第14号平成31年度網走市一般会計補正予算

中、所管分のうち、後期高齢者医療療養給付費負担

金については、全会一致により原案可決すべきもの

として決定してよろしいでしょうか。 

      〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 それではそのように決定されました。 

 

○永本浩子委員長 次に移ります。 

 議案第14号平成31年度網走市一般会計補正予算

中、所管分のうち、後期高齢者医療特別会計繰出金

と、議案第23号平成31年度網走市後期高齢者医療特

別会計補正予算、後期高齢者医療広域連合保険料等

納付金について関連がありますので併せて説明を求

めます。 

○江口優一戸籍保険課長 議案資料の46ページを御

覧ください。 

 議案第14号平成31年度網走市一般会計補正予算

中、所管分、高齢者福祉費のうち、後期高齢者医療

特別会計繰出金の補正予算について御説明いたしま

す。 

 また、この補正に基づく関連議案としまして、議

案第23号平成31年度後期高齢者医療特別会計補正予

算として計上しておりますので、議案資料56ページ

を併せて御覧願います。 

 初めに、後期高齢者医療特別会計から説明させて

いただきます。 

 議案資料56ページになります。 

 補正の理由でございますが、北海道後期高齢者医

療広域連合への平成31年度の交付金、及び30年度の

負担金が確定したこと、また当年度の保険料が当初

見込みより増えることから、次の経費を追加及び財

源補正するものでございます。 

 補正の内容につきましては、保険料等負担金が

428万円の増、事務費負担金が171万2,000円の減、

差し引き256万8,000円の増額となっております。 

 また、（２）の歳入につきましては、保険料が当

初予算よりも増える見込みのため、特別徴収分で

400万円、普通徴収分で100万円、合計500万円の増

額を見込んでおります。 

 一般会計から繰入金として360万円の減額、ま

た、後期高齢者医療事業準備基金に積み立てしてい

た116万8,000円を広域連合に納付するため、基金繰

り入れしており、増減合わせまして256万8,000円の

増額となります。 

 続いて議案資料46ページ、一般会計の高齢者福祉

費、後期高齢者医療特別会計繰出金の補正予算資料

を御覧願います。 

 後期高齢者医療特別会計の減額補正に伴い、一般

会計から繰り出しをする360万円の財源内訳です

が、道負担金である後期高齢者医療保険基盤安定拠

出金が141万6,000円減額で確定したことから、一般

財源を218万4,000円減額しております。 

 これにより補正前の額、補正額、補正後の額につ

きましては、議案資料のとおりとなっております。 

 説明は以上でございます。 

○永本浩子委員長 それでは質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 よろしいですか。 

 それでは、お諮りいたします。 

 議案第14号平成31年度網走市一般会計補正予算中

所管分のうち、後期高齢者医療特別会計繰出金と議

案第23号平成31年度網走市後期高齢者医療特別会計

補正予算、後期高齢者医療広域連合保険料等納付金

については、全会一致により原案可決すべきものと

して決定してよろしいでしょうか。 

      〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、そのように決定されました。 

 

○永本浩子委員長 次に移ります。 

 議案第14号平成31年度網走市一般会計補正予算

中、所管分のうち、生活保護事業について説明を求

めます。 

○岩尾弘敏社会福祉課長 議案資料47ページを御覧

願います。 

 扶助費、生活保護事業の補正予算につきまして御

説明いたします。 

 １の補正の理由及び内容でございますが、医療扶

助費について、医療に高額を要する診療が当初見込

みよりも増加したため、扶助費を追加するもので

す。 

 ２の補正額ですが、生活保護事業全体で不足が生

じると見込まれる額1,213万9,000円を追加するもの

で、財源は国庫負担金が409万9,000円、残り804万

円が一般財源です。 

 以上で説明終わります。 

○永本浩子委員長 それでは質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

○古田純也委員 補正額の1,213万9,000円の算出の

根拠ということで、またどういう症状の方がいるの
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か、またどのぐらいの人数の方なのか、どんな治療

をされているのかというのがわかっていれば教えて

いただきたいと思います。 

○岩尾弘敏社会福祉課長 医療扶助費につきまして

は、扶助費全体としまして1,213万9,000円の見込み

よりも多かったということですが、医療扶助費とし

ましては2,328万2,000円の増となる見込みよりも増

えております。 

 中身でございますが、高額医療100万円を越える

ような高額診療が、11月までで42件トータルで

6,467万9,820円となっておりまして、前年に比べま

して1,370万円の増となっております。 

 様々な治療に要するケースがございますけれど

も、がんであったりだとか、様々な手術ですとか、

血友病ですとか、そういった事例がございます。 

○古田純也委員 大変高額な治療が増えているとい

う認識なのですけれども、果たしてこの年度末の３

月までにこの補正額で足りるのでしょうか。 

○岩尾弘敏社会福祉課長 この生活保護事業の医療

扶助費につきましては、例えば１月に診療したもの

は、３月に請求がわかります。３月末に支払うとい

うようなことでございます。 

 このため、次の請求が３月の10日頃にわかります

ので、それで現在のところですね、それの結果によ

って最終的な医療扶助費についてはわかるというこ

とになっています。 

○古田純也委員 改めて足りる… 

○永本浩子委員長 挙手してお願いします。 

○古田純也委員 ちょっと今の答弁ではわかりづら

かったのですけれども、この実際に根拠を出した額

というのがあるわけで、３月までに足りるという見

込みで算出されたということなのでしょうか、とい

う私の質問なのですが。 

○岩尾弘敏社会福祉課長 この当初年度予算につき

ましては、前年度の実績を見込んで予算を組んでお

ります。 

 医療扶助につきましては、様々な事例がございま

して、医療費が増えるということもございますの

で、それにつきましては見込めない部分もあるとい

うことでございます。 

 ３月分までの分については、まだ実際には見込め

ていないということで、２月までの分についてはこ

れで充足するというふうに考えております。 

○永本浩子委員長 暫時休憩いたします。 

             午前10時56分休憩 

午前10時57分再開 

○永本浩子委員長 それでは再開いたします。 

 古田委員の質問に対する答弁から。 

○岩尾弘敏社会福祉課長 今回の補正予算につきま

しては、12月分までの実績を踏まえまして、当年度

分の見込みということで補正を提出しております。 

○古田純也委員 理解しました。 

○永本浩子委員長 それでは、ほかに質疑ございま

すか。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 よろしいですか。 

 それでは、お諮りいたします。 

 議案第14号平成31年度網走市一般会計補正予算中

所管分のうち、生活保護事業については、全会一致

により原案可決すべきものとして決定してよろしい

でしょうか。 

      〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、そのように決定されました。 

 

○永本浩子委員長 次に移ります。 

 議案第14号平成31年度網走市一般会計補正予算

中、所管分のうち、プレミアム付商品券発行事業に

係る繰越明許費の補正について説明を求めます。 

○岩尾弘敏社会福祉課長 議案資料６ページ、資料

５号補正予算の概要を御覧ください。 

 ２の繰越明許費の補正の内容欄の１段目、プレミ

アム付商品券発行事業の繰越明許費の設定について

御説明いたします。 

 平成31年度に実施しているプレミアム付商品券事

業について、使用期限が本年３月31日までのため、

登録事業所への換金業務が平成31年度内に終わら

ず、事業完了が見込めないことから、事業費のうち

登録事業者へ支払う換金請求交付金の一部7,107万

5,000円を翌年度に繰り越すものです。 

 以上で説明を終わります。 

○永本浩子委員長 それでは質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 よろしいですか。 

 それではお諮りいたします。 

 議案第14号平成31年度網走市一般会計補正予算

中、所管分のうち、プレミアム付商品券発行事業に

係る繰越明許費の補正については、全会一致により

原案可決すべきものとして決定してよろしいでしょ

うか。 
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      〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 それではそのように決定されました。 

 

○永本浩子委員長 次に移ります。 

 議案第25号網走市印鑑の登録及び証明に関する条

例の一部を改正する条例制定について説明を求めま

す。 

○江口優一戸籍保険課長 議案資料58ページ、資料

７号を御覧ください。 

 議案第25号網走市印鑑の登録及び証明に関する条

例の一部を改正する条例制定について御説明いたし

ます。 

 改正の理由でございますが、令和元年６月14日に

公布された成年被後見人等の権利に係る処置の適正

化等を図るための関係法律の整備に関する法律に伴

い、総務省から印鑑登録証明書事務処理要領の一部

改正についての通知が発出されたことにより、当市

においても同様の措置を講ずるため、当該条例の所

要の改正を行うものでございます。 

 改正内容としましては、当該条例第二条の印鑑の

登録を受けることができないものとして定めてい

る、第２項第２号の成年被後見人を意思能力を有し

ないものに改正するものです。 

 また、当該条例第10条第２項の規定により、抹消

したときは、その旨を印鑑登録を抹消されたものに

通知しなければならない場合として、同条第３号の

後見開始の審判を受けたときを追加することとし、

併せてその他文言等の整備のため、所要の改正を行

うこととしております。 

 改正の詳細につきましては、59ページからの網走

市印鑑の登録及び証明に関する条例新旧対照表を御

覧願います。 

 なお、この条例は公布の日から施行することとし

ております。 

 説明は以上でございます。 

○永本浩子委員長 それでは質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

○平賀貴幸委員 １点だけ伺います。 

 これまで、成年後見人を受けられていた方は恐ら

く印鑑登録ができなかったのが、意思能力を有して

いれば、多分受けられるようになるのだというふう

に思うのですけれども、その認識で間違いなかった

ですか。 

○江口優一戸籍保険課長 そのとおりでございま

す。 

○平賀貴幸委員 そうすると、これまで対象でなか

った方が対象になるということを、どのようにして

伝えていくのか伺いたいのですけれども。 

○江口優一戸籍保険課長 今までは、成年被後見人

になった場合は、それで抹消となっていたのですけ

れども、今後は今回の改正で成年被後見人によって

抹消になった場合は、その旨を本人に対して通知す

ることになっております。 

 本人がさらに印鑑登録をしたいというふうに希望

する場合につきましては、法定代理人が同行の上

で、市役所のほうに本人が一緒に来て申し出をする

ことができるというふうになっております。 

○平賀貴幸委員 それはわかるのですけれども、新

規で登録をする、しようとする、した方が抹消にな

った場合については今の答弁のとおりですけれど

も、過去に登録したいのだけれどもできなかった人

にはどうやってお知らせするのですかということな

のですけれども、例えば成年後見の方に、こういう

制度ができましたということを周知するだとか、そ

ういったことはどうやってされるのかということな

のですけれども。 

○江口優一戸籍保険課長 登録を抹消された方につ

きましては、ホームページ等でお知らせしたいと思

いますし、また方法を今後検討していきたいと考え

ております。 

○平賀貴幸委員 恐らくその意思能力があるとはい

えですね、なかなかそのホームページを確認したり

することも難しいような方も、当事者には多分いら

っしゃるのだと思いますので、ここは成年後見人の

ほうとですね、うまく意思疎通をしながら広報して

いく必要があるので、今後検討するということでし

たけれども、できるだけ速やかにこういう状況が変

わったということを伝える努力と工夫をここはして

いただきたいと思います。 

 以上です。 

○永本浩子委員長 ほかに質疑ございますか。 

 マイクをお願いいたします。 

○工藤英治委員 いわゆる成年後見人に関して、公

証人役場で認知される後見人、そして、そこで各行

政機関からまた銀行等から認められない、公証人役

場だけでは認められないものもあると聞いていま

す。 

 そのときは裁判所に行って、公証人役場から認知

されていますという旨を出して、そこでさらに認定

してもらう。 
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 この件では、その公証人役場の認定だけで、後見

人として認めている言い回しなのですか、それとも

裁判所の手続がいる段階のやつなのか、その辺少し

伺います。 

○江口優一戸籍保険課長 今回につきましては裁判

所からの通知に基づいて、登録を抹消することにな

ります。 

○工藤英治委員 わかりました。 

○永本浩子委員長 ほかに質疑ございますか。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、お諮りいたします。 

 議案第25号網走市印鑑の登録及び証明に関する条

例の一部を改正する条例制定については、全会一致

により原案可決すべきものとして決定してよろしい

でしょうか。 

      〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、そのように決定されました。 

 ここで理事者入替えのため、暫時休憩いたしま

す。 

 休憩時間は10分といたします。 

             午前11時05分休憩 

午前11時15分再開 

○永本浩子委員長 それでは再開いたします。 

 次に、教育委員会関係に入ります。 

 初めに、議案第14号平成31年度一般会計補正予算

中、当委員会所管分のうち、小学校ＩＣＴ教育環境

整備事業についてと、繰越明許費の補正が関連して

いますので、併せて説明を求めます。 

○小松広典学校教育課長 議案資料の48ページを御

覧願います。 

 平成31年度網走市一般会計補正予算のうち、小学

校学校管理費、小学校ＩＣＴ教育環境整備事業につ

いて御説明申し上げます。 

 今回の補正につきましては、ＧＩＧＡスクール構

想の実現のため、国の補正予算、公立学校情報通信

ネットワーク環境施設整備費補助金を活用して、小

学校内に高速大容量の通信ネットワーク及び端末充

電用電源キャビネットの整備を行うため、事業費

8,900万円を追加補正しようとするものでございま

す。 

 ＧＩＧＡスクール構想につきましては、予測が不

可能なほど急速に進化する情報化社会に生きる子供

の未来を見据え、１人１台の端末と、同時接続に耐

えうる高速大容量の通信ネットワークを一体的に整

備することで、多様な一人一人に個別最適化され、

資質、能力が一層確実に育成できる教育ＩＣＴ環境

を実現する構想であります。 

 事業の内容について御説明いたします。 

 市内全小学校において、高速大容量の通信ネット

ワーク配線と、各教室に無線ＬＡＮアクセスポイン

ト並びに、端末充電用の電源キャビネットを整備し

ようとするものでございます。 

 事業費につきましては、工事請負費として8,900

万円、財源につきましては、国庫補助金と市債で、

議案資料48ページの２の（１）に記載のとおりでご

ざいます。 

 なお、本事業につきましては、年度内に事業の完

了が見込めないことによりまして、事業費の全額を

翌年度に繰越しようとするものでございます。 

 次に、議案資料の49ページを御覧願います。 

 以上でございます。 

○永本浩子委員長 それでは、質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

○村椿敏章委員 このＧＩＧＡスクール構想につい

てなのですが、生徒１人にタブレット１台を持たせ

て、授業をやるというところなのでしょうけれど

も、実際に今やっている、先生が１人や２人で集団

的にやる授業の中で、いろいろな考えの子が出てき

たり、それについて生徒がいろいろ考えたりすると

ころもあって、面白い授業になると思うのですが、

このタブレットを使うことによって、授業が画一化

してしまうのではないのかなと思うのですが。そし

て１人１台ですから、タブレットに慣れている子た

ちは、時間がかからないでどんどん、どんどん先を

進んでしまって、タブレットに慣れていない子はい

つまでたっても進まないとか、そういう差が出てく

るような気がするのですけれども、そういうことに

ついて教育委員会のほうとしてはどういうふうに考

えていますか。 

○大西篤学校教育部次長 まず、端末の整備につい

てですけれども、端末の整備については令和３年度

以降に、１人１台にいくように数年をかけてという

ことで考えているところでございますが、パソコ

ン、タブレットでありましても、これを使うことが

目的ではなくて、各教科の学習内容についての知識

理解の質を高めるためのツールとして、コンピュー

タを使うということでございます。 

 子供たちの主体的、対話的に学んでいく中で問題

を解決していくのです。その中で子供たちが問題解

決の必要感を持ったときに、パソコンを使うという
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ような学び方が今後も１人１台になったとしても、

活用の仕方としてはそういう使い方になっていくも

のと考えております。 

○村椿敏章委員 そうしたら、端末１人１台で進む

子はどんどん進んで、進まない子は取り残されると

かそういうことはないというふうに考えていいとい

うことですね。 

○大西篤学校教育部次長 そのような授業展開をす

るように、教員は今から研修を重ねて、効果的に授

業を進められるように準備をしているところでござ

います。 

○村椿敏章委員 それで、今回の国庫補助金と市債

と半分半分なのですが、この市債に対しての国から

の財政措置とかそういうのはあるのでしょうか。 

○小松広典学校教育課長 今回の財源につきまして

は、補助金と市債と半分半分ということなのですけ

れども、交付税の措置ですけれども、60％の交付税

措置がございますので、全体で市費の負担は２割と

いうことになります。 

○村椿敏章委員 わかりました。 

○永本浩子委員長 ほかに質疑ございますか。 

○金兵智則委員 8,900万円ということで、小学校

全クラスということの御説明だったと思うのですけ

れども、工事請負費ということですね、工事が若干

必要になってくるのかなというふうに思いますけれ

ども、網走市の小学校が何クラスあるのか少しわか

らないですけれども、工事をするとするならば、若

干の工事なのだと思いますけれども、どのぐらいの

期間で、いつ頃を考えているのかをお伺いしたいと

いうふうに思います。 

○小松広典学校教育課長 工事につきましては、休

業期間中をメインに考えたいとは思っておりますけ

れども、やはり学校数ですとか、事業者の業務の多

忙な時期等がございますので、長期間無理のない形

で次年度内にはなりますけれども、無理のない形で

工事のほう進めていきたいというふうに考えており

ます。 

○金兵智則委員 長期の休み、授業を中断するとい

うか、ほかのクラスにしてまでもということではな

くて、休み期間でやるということの考えは変わらな

いということで、そこだけ最後に確認をさせてくだ

さい。 

○小松広典学校教育課長 工事のメインとなる期間

につきましては、基本的に休業期間中というふうに

は考えてはおります。 

○金兵智則委員 はい、わかりました。 

○永本浩子委員長 ほかに質疑ございますか。 

○古田純也委員 具体的にどこの学校から進めると

いうような計画を立てられているのでしょうか。 

○小松広典学校教育課長 現時点ではございません

けれども、学校の行事等ですね、要望等を聞きなが

ら調整を図ってまいりたいと思っております。 

○古田純也委員 はい、わかりました。 

○永本浩子委員長 ほかに。 

○村椿敏章委員 小学校それから中学校、全校を考

えた工事費だということですか。 

 今、小学校ですね。 

 小学校の全校を考えたという工事費なのですか。 

○小松広典学校教育課長 はい。 

小学校全校の工事費用でございます。 

○村椿敏章委員 わかりました。 

 あと、先ほど端末が入るのは、令和３年度という

ことだったのですけれども、この学校の本年度です

か、来年度に学校の中をして、令和３年度に端末が

入ると。端末のほうの入ってくる側については、幾

ら予算を含む予定なのでしょうか。それで全部が動

き出すということになるのでしょうか。 

○小松広典学校教育課長 端末につきましては、令

和３年度から整備を進める予定ですが、ＧＩＧＡス

クール構想の補助の制度につきましては、令和５年

度までということになっておりまして、３カ年、３

年から始めたとしますと、３カ年で整備を進めてい

く形となります。 

国のほうから示されております端末のほうの補助

金額につきましては、１台当たり４万5,000円とい

うことで示されております。 

 児童生徒全体の必要数の３分の１につきまして

は、自治体のほうの整備ということになっておりま

すので、残りの３分の２の分の補助として１台当た

り４万5,000円が示されているところでございま

す。 

○永本浩子委員長 よろしいですか。 

○村椿敏章委員 ということは、タブレットが４万

5,000円のものを買うのではなくて、これが３分の

２分ということですね。 

 ３分の１分は市が持ち出すっていうふうに考えて

いい。 

○小松広典学校教育課長 ３分の２というのは台数

のお話でございまして、児童生徒数全体の３分の１

については、各地方公共団体が整備を進めまして、
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残りの３分の２の台数につきましては、補助金１台

当たり４万5,000円が活用できるというような事業

の内容となっております。 

○村椿敏章委員 市が負担しなきゃいけない部分と

いうのは、結果的には幾らになるのかという計画は

ありますか。 

○永本浩子委員長 暫時休憩いたします。 

             午前11時28分休憩 

午前11時34分再開 

○永本浩子委員長 それでは再開いたします。 

 村椿委員の質問に対する答弁から。 

○小松広典学校教育課長 今の端末の所要経費につ

いての御質問でございますけれども、端末１台当た

り４万5,000円ということで仮定をしましたら、総

額で7,600万円程度いうところになります。小学

校、中学校合わせまして。 

○村椿敏章委員 端末の部分で7,600万円というこ

とはわかりました。 

 こういうふうに考えると、端末のほうはそれほど

大きな金額ではないと。このまずは、今の無線ＬＡ

Ｎのほうが、どちらかというとお金がかかるという

ふうな感じなのですかね。全体的なとこでいくと１

億円、２億円ぐらいかかって、そのうち網走市の負

担は1,800万円ぐらいというような形になるという

ふうに押さえていいですかね。あとは先ほど言っ

た、端末の金額によって市の負担部分が増えてくる

かもしれないというふうに捉えることにします。 

 それでよろしいですか。 

○永本浩子委員長 答弁よろしいですか。 

 すみません、手を挙げてお願いします。 

○村椿敏章委員 もう一度、小学校の部分で8,900

万円で中学校で5,900万円ですから、１億4,800万円

それに7,600万円足すから、２億2,000万円ぐらいで

すか、総体の事業費と。そして、そのうち今回の部

分で言えば２割負担が網走市ですから、1,800万円

ぐらいが出ていくと、そういうふうに考えていいで

すかということを言ったのです。 

○永本浩子委員長 暫時休憩いたします。 

             午前11時37分休憩 

午前11時42分再開 

○永本浩子委員長 それでは再開いたします。 

 村椿委員の質問に対する答弁から。 

○小松広典学校教育課長 先ほど端末整備代がです

ね、端末整備について7,600万円とお答えしたとこ

ろなのですけれども、これあの国の補助金を受けた

部分のみの数字でしたので、また初めから全体像を

説明させていただきますけれども、工事と整備費合

わせてなのですけれども、端末については１億

1,000万円程度、それから設備につきましては、今

回小中学校合わせまして１億4,800万円ということ

で、小中学校合わせて２億6,000万程度になります

けども、このうち交付税算入が1,900万円というこ

とになりますので、小中で2,960万円程度の持ち出

しということになります。 

○村椿敏章委員 予算的なものは大体わかりまし

た。 

 ありがとうございました。 

 先ほど進め方については、子供たちに合わせてと

いうか、遅れることのないようなというふうには言

っていたのですが、タブレット端末にやっぱり慣れ

るまでが大変だと思うのです。慣れている子は早い

でしょうし、全く慣れていない初めて触るという子

にしてみたら、その子たちへタブレットの使い方を

教えたりするのは、先生が教えると思うのですが、

この辺の負担というのはどのように考えているので

しょうか。 

○大西篤学校教育部次長 先ほども申し上げたとこ

ろと重複するところがございますが、このタブレッ

トがメインの教材ではなく、教科書を使った学習を

していく中で、子供たちが主体的に学んでいってい

く、その中で問題解決に必要が生じたときに、子供

たちがコンピュータも必要に応じて使っていくとい

うような形ですので、タブレットにたけた子だけが

進んでいくというような、学習の仕方は今のところ

想定されておりませんが、ただ使い慣れている子

と、使い慣れていないという子はいるかと思います

ので、その部分については、各教科の指導の中で、

各学年の発達段階に応じて順次指導していくことに

なるかと思います。 

○村椿敏章委員 おおよそわかりました。 

 タブレット端末だけの授業ではないと。それは補

助的な部分ですよと。集団学習するところについて

は、今までと変わらない形で進めるのですというこ

とはわかりました。 

○永本浩子委員長 ほかに質疑ございますか。 

○平賀貴幸委員 一点だけ伺いますけれども、高速

大容量の通信ネットワークということなのですけれ

ども、どのぐらいの人数が一斉に操作しても滞りな

いぐらいのスペックになるのか、教えていただきた

いと思います。 
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○小松広典学校教育課長 基本的に同時接続可能

で、利用に支障がないということで、国のほうから

示されております標準仕様につきましては、ＬＡＮ

ケーブルで10ギガという容量を標準仕様とされてい

るところでございます。 

 同時接続の滞りにつきましては、いろいろな解決

方法はあるのですけれども、その辺はいろいろなで

すね、機器等を含めまして全体の中で構成を考えて

いきたいというふうに考えています。 

○平賀貴幸委員 一番人数の多い学校は多分、潮見

小学校だと思いますけれども、全校生徒が一斉に同

じような時間帯に同じような操作をしたときに、足

りるのかどうかということは、確認をされた上でこ

の導入になっているのかを伺いたいと思います。 

○小松広典学校教育課長 基本的に国の示された仕

様によって、校内のＬＡＮ配線につきましては、整

備させていただいております。 

 あとは、外へつながるインターネット回線という

部分のボトルネックになる可能性もございますの

で、そちらのほうについても通信事業者のほうと、

今打ち合わせをして通常支障がないということで回

答をいただいているところでございます。 

○平賀貴幸委員 端末のスペックによっても、状況

が変わってくると思います。 

 タブレットになるのか、一般のパソコンになるの

か、タブレットにキーボードをつける仕様になるの

か、いろいろなパターンがあるので、そこはこれか

ら検討しながらやっていただきたいなと思います

が、心配なのはそういったところでして、教室で同

じものを一斉に検索をすると、固まってしまって動

かなくなるのではどうしようもないというのもあり

ます。その辺のことは、できるだけ教育委員会で配

慮して確認しながら進めていただきたいと思いま

す。 

○永本浩子委員長 ほかに質疑ございますか。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、お諮りいたします。 

 議案第14号平成31年度網走市一般会計補正予算

中、所管分のうち、小学校ＩＣＴ教育環境整備事業

及び、繰越明許費の補正については、全会一致によ

り原案可決すべきものとして決定してよろしいでし

ょうか。 

      〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 では、そのように決定されました。 

 

○永本浩子委員長 次に移ります。 

 議案第14号、平成31年度一般会計補正予算中当委

員会所管分のうち、中学校ＩＣＴ教育環境整備事業

についてと、繰越明許費の補正について併せて説明

を求めます。 

○小松広典学校教育課長 議案資料の49ページを御

覧願います。 

 平成31年度網走市一般会計補正予算のうち、中学

校学校管理費、中学校ＩＣＴ教育環境整備事業につ

いて御説明申し上げます。 

 こちらも先ほどの小学校と同様に、公立学校情報

通信ネットワーク環境施設整備費補助金を活用しま

して、中学校内に高速大容量の通信ネットワーク及

び、電源キャビネットの整備を行おうとするもの

で、事業費5,900万円を追加しようとするものでご

ざいます。 

 財源につきましては、国庫補助金と市債で議案資

料49ページの２の（１）に記載のとおりでございま

す。 

 なお、本事業につきましても、年度内に事業の完

了が見込めないことによりまして、事業費の全額を

翌年度に繰り越ししようとするものでございます。 

 説明は以上でございます。 

○永本浩子委員長 それでは、質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、お諮りいたします。 

 議案第14号平成31年度網走市一般会計補正予算

中、所管分のうち、中学校ＩＣＴ教育環境整備事業

及び、繰越明許費の補正については、全会一致によ

り原案可決すべきものとして決定してよろしいでし

ょうか。 

      〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、そのように決定されました。 

 ここで、少しお時間は早めですけれども、昼食の

ため休憩といたします。 

 再開は午後１時としますので、よろしくお願いい

たします。 

             午前11時50分休憩 

午後１時00分再開 

○永本浩子委員長 それでは、再開いたします。 

 次に請願６件、陳情２件について審査を行いま

す。 

 全ての案件の審査が終了した後に、採択すべきも

のと決定した案件につきましては、意見書の文案に
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ついて御意見をいただくことになります。 

 初めに、請願第９号加齢性難聴者の補聴器購入に

対する網走市の財政制度の創設を求める請願につい

て審査いたします。 

 この請願について、委員の皆さんの御見解をお示

しいただきたいと思います。 

○村椿敏章委員 加齢性難聴の補聴器購入に対する

市のですね、財政制度の創設を求める請願ですけれ

ども、請願に書いてあるとおり、認知症になりやす

くなるというのが医者の方とか、いろいろな方で言

われているので、私もですね、実は耳の聞こえがよ

くなくて、この間いろいろと悩むこともあったので

すが、コミュニケーションが少なくなるというのが

大変なことだと思います。 

 なので、この請願については採択すべきと考えま

す。また北見市でも助成制度をやっているので、網

走市もぜひ財政的に助成してほしいなと思っており

ます。 

 以上です。 

○永本浩子委員長 それではほかの委員、いかがで

しょうか。 

○平賀貴幸委員 この請願については、基本的に採

択でいいというふうに考えております。 

 去年の８月30日現在の調査というのが、最新のデ

ータとして見られるのですけれども、現在全国で21

自治体で同種の補助制度は、それぞれの町でやり方

が少しずつ違うということです。 

 先ほどもありましたけれども、一番近くでは北見

市でやられていて、北見市では70歳以上の方で、市

民税非課税の世帯、かつ40デシベル以下の聞こえし

かない方で、高度難聴用のポケット型に限って補助

をするという形で制度化しているそうであります。 

 こういった他市の例を参考にしながらですね、や

ってきていると思いますので、採択していって取り

組んでいくべきだというふうに思います。 

○永本浩子委員長 それではほかに。 

○古田純也委員 ３万円程度の補聴器を現物支給さ

れているケースもあるとお聞きしましたが、利用者

からは不評という意見も聞いております。 

 市独自の助成制度についても、財源措置が必要な 

うえ、必要対象者がこの市では一体どの程度、どの

ぐらいいるのかということも、対象になる層をきち

んとですね、調査していくのが必要かと思いまし

て、そういうことを含めまして研究をさせていただ

きたいということで、継続させていただきます。 

○永本浩子委員長 ほかの委員の方はいかがでしょ

うか。 

○工藤英治委員 北海道は47都道府県のうち、財政

が一番下に位置している状況です。 

 また、網走にあっても北海道の35市中、夕張の次

に財政の逼迫している町であって、全て財源があれ

ば当然やってあげてもいいのかなと思いますが、今

考える余地のない状況と思っております。 

 国とか、道のほうで考えが進んでいった場合に、

それしか今考える余地がないのでないかと思いま

す。 

○永本浩子委員長 工藤委員の結論としては。 

○工藤英治委員 今の状態では… 

○永本浩子委員長 採択、継続。 

 不採択のほうですか。 

○工藤英治委員 不採択。 

○永本浩子委員長 それでは、ほかの委員の方いか

がですか。 

○近藤憲治副委員長 請願を読ませていただきまし

た。 

 それでこれは、認知症の予防や健康寿命の延伸の

ために、加齢性難聴者に補聴器を買うための助成制

度をつくってくださいという話だと思うのですけれ

ども、認知症の予防や健康寿命の延伸のためにです

ね、様々な施策があると思うのです。 

 網走市でいえば、高齢者ふれあいの家だったりと

か様々な施策があるのですけれども、この請願は、

この補聴器の購入助成が健康寿命の延伸につながる

と、プライオリティーが最も高いというような考え

方があるように見受けられますけれども、その根拠

は何かあるのですか。 

○永本浩子委員長 それはどなたに対する… 

○近藤憲治副委員長 紹介議員の方にお伺いしたい

と思います。 

○永本浩子委員長 それでは、紹介議員の方がお二

人いらっしゃいますが…、松浦さん。 

○近藤憲治副委員長 松浦さん。 

○永本浩子委員長 松浦議員よろしいでしょうか。 

○松浦敏司委員 請願の前文の中にありますよう

に、今、日本における補聴器の購入あるいは助成と

いう点では、非常に世界の中でも遅れていると。そ

の遅れている要因は何かと言えば、それは、障がい

者という位置づけがあるがために、障害認定が一定

こうどの、北見市のように一定こうどの部分につい

ては、いわゆる補聴器を支給するというようなこと
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になっておりますけれども、諸外国ではどうなって

いるかといえば、ここにありますように、この補聴

器については日本よりはるかに高くて、イギリスは

47.6％、フランスで41％、ドイツでも36.9％という

ような形で大変進んでいるといいますか、いわゆる

補聴器を所有している人が多いと。この理由は、こ

の諸外国では障がいという位置づけではなくて、医

療という位置づけになっているために、一定の耳の

困難のある人は受けやすくなると。そして、それに

補助があるために購入しやすくなると。しかし日本

においては、それが障がい者扱いしているというた

めに個人負担、認定にならなければみんな個人負担

ということで、それも高価だというのが大体30万円

前後、安くても数万円というようなことがありまし

て、そういう中で今、こういった形の請願が上がっ

ているのだというふうに思います。 

 網走市の中で、どの程度この難聴の方がいるかと

いうのは、私も数は掌握しておりませんけれども、

しかし相当数いるというのは間違いのないところな

ので、そういう意味で私もこの請願に対して賛同

し、紹介議員になったわけでありますので、そうい

う私なりの考え方であります。 

○近藤憲治副委員長 はい、御説明ありがとうござ

いました。 

 この請願はですね、次のも併せてですけれども、

昨年国会で議論がされたものがベースになっている

と思うのですけれども、その際にもですね、この補

聴器を購入・補助することで、認知症予防や健康寿

命の延伸につながるエビデンスが必要なので、詳細

調査を厚生労働省としてするというやりとりがあり

ました。ですので、やはり効果的な部分もですね、

しっかりはかった上で施策としての必要性を考えさ

せていただきたいので、私としては継続させていた

だきたいと思います。 

○永本浩子委員長 それでは、ほかにはどうですか

ね、よろしいですか。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは採択が２名と、継続が２名、不採択が１

名ということで意見の一致を見なかったため、閉会

中継続審査することを報告することに決定してもよ

ろしいでしょうか。 

      〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、そのように決定させていただきます。 

 

○永本浩子委員長 では次に移ります。 

 請願第10号加齢性難聴者の補聴器購入に対する公

的補助制度の創設を求める意見書提出についての請

願について審査いたします。 

 この請願について委員の皆さんの御見解をお示し

いただきたいと思います。 

 先ほどと内容的には出すところが、ちょっと市で

はなくて国や道ということになりますけれども、先

ほどの御意見と違う御意見をお持ちの方がいらっし

ゃいましたら、御発言お願いしたいと思いますがい

かがですか。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、先ほどと同じということで 

大丈夫でしょうか、何か御意見ありますか。 

○平賀貴幸委員 提出先が基本的に違いますので、

改めて発言させていただきたいと思いますけれど

も、補聴器がないとなかなかその就労ができなくな

るような方だとか、社会参加できなくなる方が年齢

に伴って出てくるのは、これは人数はちょっと私も

ありませんが、当然出てくるのだろうなというふう

に思います。 

 それが補聴器という補装具の一つですね、これで

改善できるのか、ほかの補装具で改善にできるのか

という話だと思っているのですけれども、いろいろ

な補装具があって対象になっている補装具は確かに

あるのですが、この補聴器が対象になってないの

で、こういったことをしてほしいということだと思

うのですね。 

 やっぱりクオリティーオブライフですね。生活の

質をしっかりと保っていくことと、結局その生活の

質が保てなくなる形でＡＤＬが下がっていくような

ことになると、介護保険料が上がっていく。そうい

ったことで医療の費用が上がっていく、それは確か

につながっていくことですので、国としては検討し

ていただいて、できるだけ早い時期に公的補償制度

をやはりつくるべきなのだろうと思いますから、こ

こは採択して国に意見書を出していくという形でい

いのではないかと思います。 

○永本浩子委員長 ただいま平賀委員から、このよ

うな御意見がございましたけれども、先ほどと意見

が違うという方いらっしゃいましたらお願いいたし

ます。 

○工藤英治委員 先ほどと同じと言ったけれども、

国に要望するものとしてはいささかも… 

○永本浩子委員長 マイクをお願いいたします。 

○工藤英治委員 先ほどと同じ内容と言っておりま
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すが、宛先が違うので採択するのならしても構いま

せん。 

○永本浩子委員長 工藤委員は採択ということで、

ほかの方はいかがでしょうか。 

○古田純也委員 国のほうでも認知症予防また、健

康寿命の延伸について平成30年度から詳細な調査を

始めたということなので、その結果を踏まえまして

ですね、精査して判断していきたいと思いますので

継続とさせていただきます。 

○永本浩子委員長 はい、ほかには。近藤委員はい

かがでしょうか。 

○近藤憲治副委員長 ございません。継続で。 

○永本浩子委員長 それでは、ほかにないようでし

たら、意見の一致を見なかったため、閉会中継続審

査することを報告することに決定してよろしいです

か。 

      〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、そのように決定させていただきます。 

 

○永本浩子委員長 それでは、次に移ります。 

 請願第11号安全安心な給食の提供体制維持及び、

アレルギー対応についての請願について審査いたし

ます。 

 この請願について、委員の皆さんの御見解をお示

しいただきたいと思います。 

○金兵智則委員 年明けから給食の問題が急に立ち

上がり、そしてこのような請願が出てきたのかなと

いう今の流れなのだというふうに思っております。 

 この請願につきましては、安心安全な給食の提供

体制の維持、それでアレルギー対応についてという

ことで、今のところ議会に何か議件が上がってきて

いるわけではないので、詳細についてまだまだ話し

ていないところはたくさんあるのかもしれませんけ

れども、今の現状、市民の皆さん、保護者の皆さん

が抱えている不安な部分が明記されているというふ

うに思いますので、ごもっともかなというふうに思

いますので、採択でいいというふうに私どもは考え

ております。 

○永本浩子委員長 それではほかに。 

○村椿敏章委員 この民間委託とそれから学校給食

の集約化について、この間ずっと話合われています

が、やはり民間委託することで安全安心な給食が守

られなくなるかもしれないという、心配が市民の中

からも出ておりますので、そしてアレルギー対応に

ついても、本当にできるのかという心配もあります

ので、この請願については採択すべきと考えます。 

○永本浩子委員長 はい。 

 それでは、ほかの委員の方はいかがでしょうか。 

○古田純也委員 アレルギー対応の万全な体制でで

すね、給食提供を行うという願いは理解できるので

すが、記以下の項目で同意をしかねる文言もありま

すので、賛成、採択するのは難しいという、よって

不採択と。 

○永本浩子委員長 不採択。 

 はい、それではほかの… 

○平賀貴幸委員 マイクを入れていませんでした。 

 もう一度その申し上げますが、古田委員から今、

同意しかねる文言があるということでしたので、ま

ずその文言について詳細に御説明いただきたいと思

います。 

○古田純也委員 それではまず１番ですね、不安が

解消されるまで凍結されるとのこと。この不安が解

消されると判断する客観的な指標が、イメージでき

ないという部分がまず１点。 

 ２番、給食の配膳の時間なのですが、配送時間の

懸念はまずもって理解できるのですが、まだ最終的

な段階が示されたわけではないので、しっかりとで

すね、今後懸念を払拭することに努めていくと、集

約の仕組みもまだはっきり決まったわけではないの

で、集約の組み方によっては、配膳の時間も異なっ

てくると思います。市がまず明確な考えを示してく

る段階を含めてですね、段取りをしっかりと行うよ

う、ここで書かれている見直すという言葉より誠意

検討すべきだということです。 

 それから３番、食育の基本が損なうという部分な

のですが、既に市内では、親子化された調理場がな

い学校でもきちんと食育は行われております。 

 食育はしっかりとですね、今後も食育について推

進していくべきだと、または調理場のあるなしでこ

の食育の価値が損なわれることがないということを

ちょっと明記したかった。 

 ４番の調理場施設の、災害時の炊き出しに使いた

いということだったのですけれども、仮に今現在、

調理場がなくなった場合、それをそのままにしてお

くと、衛生上の管理だとか行政のコストとしては考

えにくいと。災害時が起こった場合の炊き出しとし

ては、小学校には家庭科室というのがありますの

で、そこを使うのが望ましいということです。 

 ５番ですが、今、問題提議や情報提供と、これは

まさに今、今現在行っていることであり、拙速、是
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正というより、引き続き問題提起、情報提供に努め

るようにという見解です。 

 ６番と７番については賛同できます。 

○平賀貴幸委員 そうすると文言整理すると、採択

できるということで理解していいのでしょうか。 

 ちょっとまた、わかる点とわからない点が今、結

構あったのですけれども、どういうふうに理解した

らいいのか、私の頭ではわかりませんでしたので、

文言整理すれば採択できるということでしょうか。 

○永本浩子委員長 いかがですか。 

 古田委員いかがでしょうか。 

○古田純也委員 文言整理しても措置はできるので

しょうか。 

 125条の規定に基づき… 

○永本浩子委員長 暫時休憩いたします。 

             午後１時21分休憩 

午後１時24分再開 

○永本浩子委員長 それでは再開いたします。 

 平賀委員の質問からお願いいたします。 

○平賀貴幸委員 今、文言の整理の話を出ましたけ

れども、文言整理というか一部採択になるのかもし

れませんけれども、その辺は後で皆さんの意見が出

てからいろいろ議論を委員間でしながら進めていっ

たらいいのかなというように思いますけれども、そ

の前に少し基本的なところを教育委員会にも確認し

ておかなきゃいけないと思うのですけれども、先日

の委員会のときに、初めて給食の一部民間委託と集

約化について話がありました。その中で、３月の予

算委員会、新年度予算に上程する考え方があるのだ

という事を述べられましたけれども、今回その予算

案には載ってきていないのです。それはどういう考

え方で、そうなっているのかをまず説明していただ

けますか。 

○三島正昭教育長 ２月の文教民生委員会のときに

は教育委員会としては、予算要求を市長部局にして

ということで進めておりましたけれども、最終的に

まだまだ説明が十分ではないといったようなこと、

御理解をいただくのにもう少し説明をきちんとやっ

ていって、そういう時間も必要であるということか

ら、市長としてですね、相談もありましたけれど

も、最終的に当初予算には計上をしなかったいうこ

とでございます。 

○平賀貴幸委員 経緯は何となくとりあえずわかり

ましたが、上げますというものを上げなくなったと

は、なかなか重たいことだというふうにまず思いま

す。それを踏まえた上で、もう少し確認だけしたい

のですけれども、記の中に栄養教諭の記載があった

り、それから食育が損なわれるのじゃないのかとい

う懸念があるのだと思います。それで教育委員会

は、どうお考えなのかを聞いておかなきゃいけない

なと思うのですけれども、前回の委員会の中のやり

とりで、食材をですね、一人一人が食べやすいよう

に、整えたりすることを個別に配慮するようなこと

を栄養教諭さんたちがやっていって、食べ残しがで

きるだけないように、子供たちが全部食べたら何ら

かの形でそれを評価するような形での教育的配慮を

ですね、丁寧にやられているということがわかりま

した。 

 現在は中学校ではですね、栄養教諭さんがいない

ので、なかなかそういうことは難しいのだと思うの

ですけれども、万が一そうなったときには、そうい

った補完というのはどんな形で、栄養教諭さんが今

までいた学校、いなくなった学校については行う考

え方でいるのでしょうか。 

○永本浩子委員長 それは、理事者のほうへの質問

ということでよろしいですか。 

○平賀貴幸委員 請願を判断するために必要なので

聞いています。 

○林幸一学校教育部長 現在、特別にそういったア

レルギーの対応が必要となるお子様に対しまして

は、栄養教諭等が中心となって対応をしているとこ

ろでございますけれども、中学校に関しましても現

在親子給食の中で、養護教諭等が中学校のほうに関

しましては中心となって、そういった情報を小学校

のほうにいただいて対応するという流れになってお

りますので、例えば民間委託を進めるということに

なっても、その流れは継続して行っていくというこ

とで考えております。 

○平賀貴幸委員 現在行われている方法は損なわな

い。それは何とかわかるのですけれども、伺いたか

ったのは、今いる小学校にいなくなるわけですよ

ね、栄養教諭さんが。そのときに、栄養教諭さんが

今までやっていた個別の対応というのは、多分損な

われると思うのですけれども、そこはどうやって補

完していくのですかねっていうことなのですけれど

も。 

○林幸一学校教育部長 栄養教諭がいなくなった学

校についてということでございますが、ここは養護

教諭が中心となって対応していくことになると思い

ます。また、日々の給食の教室での給食の喫食に関
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しましては、担任教諭が配慮していくということに

なります。 

○平賀貴幸委員 そうすると栄養教諭ではなくて、

保健の先生と担任については、担任の負担はそんな

に増えないと思うのですけれども、やっぱり一定程

度、その保健の先生の負担がそこは増えざるを得な

いという認識だということでしょうか。 

なぜそういうことを聞くかというと、万が一、委

託されたときのその指示命令系統自体が、栄養教諭

じゃないですよね。保健の先生がどういうふうにな

るのかイメージがあまりつかめなくて。 

○林幸一学校教育部長 日々、栄養教諭がいなくな

りますので…。今、私どもが進めようとしている計

画でいけば、東小学校に栄養教諭がいなくなるとい

うことになるのですけれども、そちらに関しまして

は先ほど申しましたとおり、養護教諭が中心となっ

てということになりますが、そのほかにも栄養教諭

というのが全く市内にいなくなるわけではございま

せんので、ここは定期的には栄養教諭が東小学校に

行ってということも指導は行っていくと、食育も含

めた指導を行っていくということでございます。 

○平賀貴幸委員 どういう工夫にするのかというこ

とはわかりましたけれども、なかなかそこはやっぱ

り食育的な配慮が損なわれる部分というのは、やっ

ぱりあるのだろうなと。特に小学校は、なおさら子

どもはまだ小さい年齢の方がいらっしゃいますの

で、中学校と違った配慮が必要になるので、そこは

ちょっと難しい部分があるのだなというふうには改

めて感じたところです。 

 それから記の４に、炊き出しの拠点ついての記述

があるのですけれど、ここはどのように教育委員会

考えてらっしゃいますか。 

○永本浩子委員長 炊き出し関係だと防災なので。 

○平賀貴幸委員 そういう使い方を想定している教

育委員会で、今しているのかどうかを聞いてみない

とわからないので。こういうことを想定したりして

いるのですか。 

○林幸一学校教育部長 災害時の炊き出しの拠点と

いうお問い合わせかと思いますけれども、教育委員

会としましては災害時の対応ということになります

ので、今想定はしていないところでございまして、

こちらのほうは防災のほうでちょっと、考えていた

だくことになろうかと思います。 

○平賀貴幸委員 不明点は大体わかりましたのでい

いですけれども、私はこの請願については、安心、

安全な給食の提供体制維持及び、アレルギーの対応

についての請願というところの一番上が基本的には

願意なのだろうというふうに思います。 

 ですから、ここにつながる部分については、ぜひ

採択をしていただきたいというふうな基本的な考え

方ですので、そういった形での採択を願いたいとい

うふうに思います。 

○永本浩子委員長 それでは、まだ発言されてない

委員の方に御発言をお願いしたいと思います。 

 マイクをお願いいたします。 

○工藤英治委員 後に出てくる請願もほとんど同じ

ようなものに近いのですが、今、人口減少社会です

よ、人口規模に合わせた財政しかできない状況。 

 高齢者が増え、支える側が少なくなっていく。 

 そんな中で学校給食問題もそうですが、学校給食

問題においては、安心、安全は当然だと思います。 

 そして、市民に今後の財政と教育行政を鑑みなが

ら説明はしていかなければならない、時間をかけて

でも。しかし、それと同時にリーダーシップをきち

っととった中で責任を持つこと、このリーダーシッ

プと責任というのはイコールだと思っています。 

 そういうことを考えると、ここの１に記する「不

安解消されるまで凍結すること」には認められるわ

けでないと考え方の違いかと思っております。 

 それからここで冬期間とか、当然雪や何か今日み

たいに降って、車が出られる、出られないという問

題がおきてきます。 

 しかしそういうときは、子供も学校に行けないは

ずだと、そんな認識もあります。 

 そしてまた、災害時はコミセンとか、そのほか、

種々のものを活用しながら対応は可能。 

 これら思うとき、この請願採択には至りませんと

いうことであります。 

○永本浩子委員長 全面不採択ということでよろし

いでしょうか。 

○工藤英治委員 はい。 

○永本浩子委員長 全面不採択ということでよろし

いでしょうか。 

○工藤英治委員 採択できません。 

○永本浩子委員長 不採択ということでよろしいで

すか。 

 それではまだ発言されていない委員さん。 

○近藤憲治副委員長 今の工藤委員からも少しお話

あったのですけれども、この後出てくる請願４本で

すね、学校給食に関して御意見をということなので
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すけれども、紹介議員のお二方にお伺いをしたいこ

とがあります。 

 請願書の紹介というのは、この議会に所属してい

る議員で、委員会に属していない者はなることがで

きるのですけれども、ちょっと調べてみるとです

ね、砂子田隆さんという方が書かれた「地方公共団

体の議会運営」という書籍の中で、「議員による紹

介とは、請願の内容に賛意を表し橋渡しをすること

を言います。したがって、同一事項について相反す

る内容の請願の両者について紹介議員となることは

できないと解される」という説明があるのですね。 

 この請願４本を見させていただくと、民間委託を

そもそも絶対中止だという中身のものと、きちんと

理解が促されて不安が解消されれば、様々な方法で

学校給食を進めていっていいという考え方と、２つ

あってですね、結局どちらに重きを置いて紹介され

ているのか。つまり、その賛意を持って紹介されて

いるはずですから、どちらのニュアンスに重きを置

かれているのかが判然としないので、お二方からお

示しいただきたいと思います。 

○川原田英世委員 まず、私のほうからお話しをさ

せていただきたいと思いますが、ここに出てきてい

る４つとも、願意は私の中では、これは議長にお渡

しするときにも、同様の話をしましたけれども共通

するものがある。それはやはりまず第１には、急激

に出てきたこの民間ということに関しての不安です

ね。 

 不安の表れから「中止にすべきだ」だとか、「も

っと議論を尽くしてほしい」という意見が出てきて

いる、これが市民の意見です。そのとおりだと思う

のですね。なので、不安だから中止にするか、もし

くはもっと議論を尽くして「見える化」してほしい

と。そのことが請願の趣旨ですので、私はこれは一

つになっているというふうに理解をして採用したわ

けでありますので。 

いいですか、次。 

○松浦敏司委員 今、川原田委員が言われましたけ

れども、私も基本的には同様であります。 

 今、出てきた教育委員会のほうで考え方として、

一部民間に委託をするという考え方に対して、いろ

んな団体がいろんな不安を持っていると。その中に

は12号で言われているように、中止というふうに言

っているところもありますし、あるいは慎重に検討

してほしいと、もっと市民の声を聞いてほしいとい

うようなことも言われています。ですからそういう

意味で私は、そういう不安の中から出てきているも

のであって基本的に矛盾はしていない、こういうふ

うに考えています。 

○近藤憲治副委員長 今、御説明いただきましたけ

れども、結果として行きつく結論は別々ですよね。 

 民間委託は絶対中止だという結論と、議論を尽く

せば様々な方法をやっていいという結論は、僕は相

反するものだというふうに感じます。 

 ですので、ちょっと何でもかんでも紹介をされる

というのはいかがなものかという、素朴な思いを持

っているところであります。 

 内容については、古田委員から述べさせていただ

いたとおり、願意に添えない部分もございますが、

それはそのとおりだなというふうに感じるところも

ございますので、もし可能であれば、整理をしても

よろしいかと考えております。 

○永本浩子委員長 今の近藤委員の御意見は、可能

なら、部分採択ならいいということでよろしいです

か。 

○近藤憲治副委員長 はい。 

 先ほど古田委員からも述べさせていただいており

ますが、中身のところで同意できる部分もございま

すので、紹介議員の皆さんもいらっしゃいますか

ら、もし整理が可能なのであれば、そこは採決する

ことで検討してもよろしいかと思いますが、工藤委

員からは採択しかねるという御意見もございますの

で、ここは引き続き、整理以前のことだというふう

に受け止めておりますので、引き続き調査研究を深

めていくということが必要なのかなと思います。 

○永本浩子委員長 それでは、全員の委員さんのほ

うから発言をいただきまして、結果としては、意見

の一致を見なかったため、閉会中継続審査とするこ

とを報告することに決定するということでよろしい

でしょうか。 

      〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、そのように決定させていただきます。 

 

○永本浩子委員長 次に移ります。 

 請願第12号網走市の学校給食の民間委託計画の中

止と公設公営の現行給食の維持を求める請願につい

て審査いたします。 

 初めに、字句の訂正が２カ所あります。 

 １カ所目は、請願前文の１行目、現行の公設民営

の学校給食となっておりますが、公設民営ではな

く、公設公営の誤りである旨、紹介議員から申し出
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がありましたので、訂正をお願いいたします。 

 もう１カ所、２か所目は下から２行目に公設民営

とありますが、請願書の原本では公設公営となって

おり、事務局の入力誤りでございますので、この部

分も公設公営と訂正をお願いいたします。 

 それでは、この請願について、委員の皆さんの御

見解をお示しいただきたいと思います。 

○平賀貴幸委員 第12号と14号は、中身が似ている

ので一緒に審議しないのでしょうか、審議しない理

由があるのだったらなんですけれども、どんな感じ

なんでしょうか。 

○永本浩子委員長 請願者は違いますが、皆さんが

一緒でいいということであれば、紹介議員の方も

…。 

○近藤憲治副委員長 いやいやいや、一個、一個で

しょ、これは。 

○永本浩子委員長 大丈夫ですか。 

 皆さんよろしいでしょうか。 

○近藤憲治副委員長 一個、一個やったほうがいい

のじゃないですか。 

○永本浩子委員長 別々に。 

○近藤憲治副委員長 はい。 

○永本浩子委員長 それでは、別々にということで

やらせていただきたいと思います。 

 まず、請願第12号から皆さんの御意見をお伺いし

たいと思います。 

○村椿敏章委員 先ほどと同じような形になります

けれども、やはりこの網走の今の給食のすばらしさ

がですね、今の給食にはあると思うのです。ここに

も書いてあるように、スペシャルカレーをもう一度

食べたいとか、揚げパンの味が忘れられないのだと

いう懐かしむ声もあり、そして栄養士さん、給食調

理員の方が本当に力いっぱい子供たちのために働い

てくれているというのがありまして、私は、やはり

今の学校給食を民間委託にするというのは間違って

いると思っています。 

 ということで、この請願は採択すべきと考えま

す。 

○永本浩子委員長 ほかの委員の方はいかがでしょ

うか。 

○古田純也委員 人口減少や児童生徒数の減少の

中、学校給食をどのように安定的に提供するかがま

ず大きな問題だと思っております。 

 また一部集約、または一部民間委託の考え方を教

育委員会が持ったという危機感を重く受け止めなが

ら、その問題、危機感をどのように解決していくか

という部分で直営、または民間委託、いろいろな考

えがあると思います。民間委託はだめという選択の

幅を狭めるのはやはり不適切だと思いますので、こ

こは不採択です。 

○永本浩子委員長 ほかに、いかがでしょうか。 

○金兵智則委員 不安に思われた方、今回のこの課

題について不安を持たれた方が、この民間委託はや

めてほしいといった類いの請願です。 

 先ほどの議論の中にもいろいろありましたけれど

も、それぞれ捉え方は違うのだと思います。 

 この請願者の方は、これは中止するべきだという

ことをこの請願でおっしゃっていますので、私ども

はそれについては賛同する立場でおりますので、採

択していただいて構わないというふうに思います。 

○永本浩子委員長 ほかの委員の方いかがですか。 

 まだ発言されていない委員の方いかがでしょう

か。 

○近藤憲治副委員長 こちらの請願を読ませていた

だきましたが、やはり網走の学校給食を安心安全

で、しかも今までのクオリティーをある程度維持し

ながら、継続的に出していくという前提に立ったと

きに、いま一歩で危機的な状況もあるというふうに

受け止めています。ですので、今後この危機的な状

況をどういうふうに解決していこうかというのを

我々も考えていく必要がありますし、当然教育委員

会の側も真摯に考えておられるというふうに思いま

すが、この書き方だと、そもそも民間委託という選

択肢はないということになってしまいますので、こ

こはですね、直営がいいのか、民間委託がいいの

か、それともそれ以外の方法がいいのかも含めて、

ウイングを広く持って検討していく必要があるかと

思いますので、この請願には同意しかねるものであ

ります。 

 以上です。 

○永本浩子委員長 それでは、後はよろしいでしょ

うか。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、意見の一致を見なかったため、閉会中

継続審査とすることを報告することに決定してもよ

ろしいでしょうか。 

      〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 では、そのように決定させていただきます。 

 

○永本浩子委員長 続きまして、請願第13号「おい
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しいまち網走」の学校給食の未来をともに考えるこ

とを求める請願について審査いたします。 

 請願者より委員会での説明の申し出がありますの

で、説明聴取についてお諮りいたします。 

 説明聴取することに御異議ありませんか。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 御異議ありませんので、請願者からの説明を聴取

することに決定いたしました。 

 なお、説明の時間は５分以内といたします。 

 それでは、請願・陳情説明者席にお着きくださ

い。 

 では、請願者の佐々木さんから御説明をお願いい

たします。 

○佐々木愛美氏 ただいま御紹介にあずかりまし

た、ニコニコアバシリゴハンという子供たちの食に

ついて考える親の会からまいりました佐々木愛美と

申します。 

 今回の学校給食一部民営化、及び一部調理場集約

化について、市内の学校保護者やこれから入学を控

えている親御さんの中にも疑問や不安の声が数多く

聞かれております。私自身も市教育委員会による当

該校での保護者説明会を初めとする幾つかの説明等

を傍聴させていただきましたが、余りに急なスケジ

ュールを含め、説明として多くの保護者の理解を得

られるような、納得できるものではないと感じまし

た。 

 現に説明会後も、いまだ多数の保護者から疑問や

改善希望の声が届いております。 

 保護者を初めとする市民の声を、今一度しっかり

と受け止めていただきますようお願いしたく請願い

たしました。 

 では、今回の請願の内容につきまして、補足説明

いたします。 

 記１の学校給食検討委員会の設置を求めるという

件につきまして、一部議員からは、既存の給食運営

委員会がその役割をしているので、必要ないとのお

考えがあるようですが、この既存の委員会には、保

護者は小中学校のＰＴＡ役員のみ参加とのことで

す。 

 その数名で市内保護者の意見が広く反映されてい

るとは思いません。 

 また、関係者からヒアリングしたところ、この委

員会が開かれるのは年１、２回、そして意見などが

ある場合は、事前に書面での提出を求められ、その

場で出たことをじっくり議論していくような場では

ないと伺いました。 

 このような状況を踏まえた上で、既存のこの委員

会というのは果たして十分に機能していると言えま

すでしょうか。 

 今回のこの給食システムが、大幅に変化するとい

う可能性がある中においては、やはり新たな検討の

場を設置することは必須だと考えます。 

 続きまして、記２については文面どおりです。 

 今の段階では、十分な説明がされているとは思え

ません。 

 小中学校のみならず、これから入学を控えている

幼稚園、保育園そして乳幼児の保護者にも広く説明

を求めます。 

 続きまして、記３につきましては、市教育委員会

からの余りにも早過ぎる無謀だとも思えるスケジュ

ールに関して、しっかりと時間をかけて議論し、こ

の問題についてよりよい答えを見つけていくべきと

考えます。 

 この件においても、一部議員からは延期するとそ

の間に人材不足が加速化するのではないか、また、

給食が止まる恐れがあるという御意見もあるようで

すが、期間延長時に現職員を再雇用する、または求

人の仕方を変えるなど、これから進めていこうとし

ている新たな給食システムの変更において、最善策

を見出していくためには、市教育委員会側ももう少

し努力や工夫等できるように思います。 

 最後に今、子供たちは学校が臨時休校になってお

り、それぞれ自宅などで待機をして過ごしておりま

す。 

 そのような状況の中で、親子でこの委員会の配信

を見守ってくださっている方も多くおられます。 

 この問題に対する関心度はとても高いです。 

 学校給食は子供たちの９年間、毎日口にするもの

であり、体をつくるということのみならず、食べ物

に対する関心や郷土愛などを育む大事な教育問題で

あると考えます。 

 ぜひ議員の皆さんお一人お一人がしっかりと御検

討いただき、全会一致で採択いただきますようお願

い申し上げます。 

 御清聴ありがとうございました。 

○永本浩子委員長 それでは、請願者は３階の傍聴

席にお戻りください。 

 請願者が傍聴席に着席するまでの間、暫時休憩い

たします。 

 委員、理事者の皆様は着席のまま待機してくださ
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い。 

 

             午後１時56分休憩 

午後１時58分再開 

○永本浩子委員長 それでは再開いたします。 

 請願第13号「おいしいまち網走」の学校給食の未

来をともに考えることを求める請願について、委員

の皆様の御見解をお示しいただきたいと思います。 

○村椿敏章委員 この請願には、民間委託を中止と

いうことは書いていませんが、この間の給食を民間

委託するという教育委員会の説明に対して、非常に

危機感を持っているというのがわかったのと、それ

から、広くやはり市民から給食の在り方を考える機

会を設けるべきだと思います。 

 そういった意味では、この１番のところは賛同で

きますし、また３番の不安が解消されるまで凍結す

るというところも賛同できますので、また２番も当

然同じですが採択すべきと考えております。 

○永本浩子委員長 はい。 

それでは、ほかの委員の方いかがでしょうか。 

○古田純也委員 今回、非常に学校給食問題につい

ていろいろと話し合ってきました。 

 今の現状、学校が臨時休校になっておりまして、

非常に給食のありがたみを実感する保護者の方も多

いと思います。だからこそ、やっぱりしっかりとで

すね、この問題については、話し合っていくべきだ

というふうに私も認識しております。 

 もちろん、あの１番の検討委員会、私たちどもも

調査を行いまして、現状の委員会では学校給食の運

営委員会では、年に１、２回程度の会議、または機

能もしていなかったので、こういう問題にもつなが

ったとというふうには認識しておりますが、だから

こそしっかりと保護者の不安を取り除いていく内容

の、今あるメンバーでですね、しっかりと話し合っ

ていくべきだと思っております。 

 改めて検討委員会を設ける必要はないなと、もち

ろん保護者の皆様の不安や悩みを聞くということも

大事になりますので、我々もその問題意識を持って

いるわけですから、随時話し合いの場を設けていき

たいと思います。 

 ３番につきましては、先ほど請願第11号と同じよ

うな不安が解消されるまでという客観的なこの指標

が、この辺はちょっと理解しづらい部分があります

ので、このまま継続とさていただきます。 

○永本浩子委員長 ほかの委員の方。 

○金兵智則委員 給食は３本目になるのかなという

ふうに思いますけれども、先に結論から申せば採択

すべきだと思います。 

 しっかりと話し合うべきで、今まで機能しなかっ

た運営委員会を活性化させましょうという御意見も

今出ていましたけれども、せっかく教育長も、あれ

がちょっと正しいかどうかはわからないのですけれ

ども、新聞記事の中には市民の皆さんから意見を聞

く方法を考えていくというような発言もありまし

た。 

 あれがちょっと新聞記事が、本当にそのまま正し

いのかどうかもわからないのですけれども、そうい

った記事にも載っていました。 

 一緒に意見を出し合いながら、こういう委員会を

つくってやっていきましょうよという内容の１番で

ございますので、わざわざそれを否定するところで

はないのじゃないかなというふうに思います。 

 また２番についてはもちろんですけれども、３番

の予算の計画延期。３月に予算要求をしていて、３

月の新年度予算にのってこなかったというところ

は、まずもって延期に近いのかなというふうに思い

ますけれども、計画自体は別に変わっているという

ようなことはおっしゃっていないですけれども、不

安が解消されるまでというところが不明確だという

ような意見もありましたけれども、そうしたらきち

んと説明が終わったというところを、どういうふう

に明確にするのかなというところも疑問に思うとこ

ろもありますので、これは市民の皆さんからの意見

ですので、わざわざこれを否定してまで、これを採

択しないという意見はなかなか難しいのじゃないの

かなと思いますので、私のほうは採択をしたいとい

うふうに思います。 

○永本浩子委員長 それでは、ほかの委員の方いか

がですか。 

○平賀貴幸委員 この請願はですね、ほかの請願と

明らかに違うと思っております。というのは、市民

が協働を求めてきているのです。見たらわかります

けれども、一緒に考えていきたいと書いているので

すよ。ですから、協働を求めてきているのですよ

ね。 

 網走市は、協働のまちづくりに取り組んでいるの

は御承知のとおりです。 

 いろいろと求めてきた関係があって、物差しが必

要じゃないですかということも、私も大分言わせて

いただきましたけれども、平成29年の２月にです
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ね、網走市は協働の指針をつくって職員の皆さんに

配布されているのですね。その指針の精神にやはり

のっとるとここは、せっかく市民団体が協働して一

緒に考えようと言っているのにですね、それをやら

ないっていう話には、私はないのだと思うのです。

この中にはですね、いろいろ記載があるのですけれ

ども、中にはポイントというのがちゃんとあって、

「協働の精神を理解してだめな理由を探すのでなく

て、どうしたらできるかを考えることが協働型職員

の資質です」というふうに書いてあるですね。です

からここはですね、それを求められてきているとい

うことは、実は市にとっては一つありがたいことな

のだと私は思うのですよ。 

 この給食の問題を通じて、「おいしいまち網走」

ということをしっかり考えていくための一つのター

ニングポイントになるかもしれません。 

 また、今本当に給食の維持が大変なのだというと

ころをどう解決するのかということを含めてです

ね、保護者の皆さんと一緒に考えて力を貸していた

だく機会になるかもしれないですね。 

 ですから、この検討委員会について、私は設置を

するべきだというふうに、せっかくこういう要望が

あるのですから、やったほうがいいと思うので、１

番については大いに賛同するものだと思います。網

走市の方針に見事に沿っていると思っています。 

 ２についても、全市的に考える機会というのは少

ないなというふうに思います。 

 過去の記録を改めて調べてみたのですけれども、

過去にですね、平成23年に現在の形についての議論

が議会でありました。その年の９月から10月にかけ

てですね、学校ＰＴＡ、教職員、一般保護者、栄養

教諭そういった方々に説明を初めて行っているので

すけれども、11回、163人が参加をしているという

ことが当時の記録からありました。そこと比較して

もですね、現行は明らかに少ないのだろうなと思い

ますし、今、新型コロナウイルスの関係もあって、

説明する機会さえちょっとなかなかない状態ですか

ら、ここは３番につながってきますけれども、結果

的に延期にならざるを得ないのだろうなという認識

でいますので、採択していいのだろうなというふう

に思います。 

 ですからここはですね、採択をして市と一緒にで

すね、保護者の皆さん、市民の皆さんが協働してい

くということを議会としては、全面的にバックアッ

プすべきというふうに思うところです。 

○近藤憲治副委員長 こちらも請願を読ませていた

だきました。 

 学校給食の大変危機的な状況を地域の保護者の

方々、そしてまた、これから学校にお子さんを進学

させる保護者の方々が、強い関心を持って学校給食

の在り方に向き合っていただいていることというの

は、大変すばらしいことだというふうに思っており

ます。 

 私もですね、当然多くの意見をですね、この施策

の展開に吸い上げて、そしていい形で進めていくと

いうのは、これは当然行政運営の必須の考え方であ

ります。教育委員会も説明会を断続的に繰り返して

いるというふうに伺っていますし、またその対象校

以外でも説明会を行って、そこで出た意見の集約に

も努めていらっしゃるということでございます。 

 また、これからですね、私ども議会としても保護

者の方々それから、これからお子様を学校にあげる

保護者の方々からもですね、様々な意見を伺うとい

うことは当然できるわけであります。 

 私ども会派内に「網走の学校給食の未来を考える

プロジェクトチーム」というのを立ち上げましたの

で、そちらでもですね、皆さんのお話をしっかりと

承ってまいりたいというふうに思っています。 

 ここまでお話をしてですね、何が違うのですかと

いうお話なのですが、１番の検討委員会、思いとし

ては十二分にわかるところもあるのですけれども、

既に学校給食運営委員会という組織体があって、そ

こで、網走の学校給食の在り方が議論されていて、

また別の検討委員会をつくってということになりま

すと、そこの整合性だとか、そういったところも懸

念が出るなということもございますので、この１番

の願意については承らせていただいて、具体的にど

ういう形が最も望ましいか、引き続き研究をさせて

いただきたいというふうに思います。 

 ３番につきましては、不安が解消されるまでとい

う客観的指標がよくわからないという部分もありま

すけれども、一方で私たちは、代議制民主主義のも

とで政策の選択をしております。選挙で選んでいた

だいて、必要な時期に必要な政策を判断するという

責務を負っているわけであります。当然、市民の皆

さんの不安や懸念がどの程度あるのかということに

は、耳を傾けてまいりますけれども、必要なときに

は必要な判断をするというのが我々の責任であると

考えておりますので、３番につきましては、お考え

と少々異なるのかと考えているところでございま
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す。 

○永本浩子委員長 結論としては… 

○近藤憲治副委員長 継続、はい。 

○永本浩子委員長 あとは。 

 マイクをお願いいたします。 

○工藤英治委員 先ほど来、これ違うっていう人も

いるけれども、先ほど来の給食問題、底辺において

は同じでないかと思う。だから、こっちの考えも底

辺においては同じだと思うのですよ。 

 人口減少社会にあって、子供らが少なくなる学校

もあったり、全体的にはどんどん少なくなってい

く。そんな中で学校をいつまで維持するのか、給食

もどの程度まで維持していくのか、それぞれあると

思うのですよ。そんな中で教育委員会、市側として

はやはり利害関係者、有識者また市民の意見を種々

丁寧に聞かなければならないと思う。これは基本だ

と思います。 

だからといって反対者があっても、いろいろな教

育行政を進めなければならないときは、やはり責任

を持ってリーダーシップを、先ほども言いましたが

リーダーシップと責任というのは同じだと思うので

すよ。リーダーシップを発揮したからといって責任

から回避されるわけでない。そんなことをあれする

中で、提案権者はね、市民の合意がなくても提案し

なきゃならない時は提案をしなければならないと思

うのですよ。 

そういうことを考えるときに、この凍結とかとい

う言葉とかね、根底にあるわけですよ、今まで全部

にね。そうすると私としては、市教育行政担当者に

対して、フリーハンドで最善を尽くしてほしい、そ

の中に凍結なんていう言葉を入れる形では、不採択

でお願いします。 

○永本浩子委員長 それでは、全員の委員の方から

御意見いただきまして、意見の一致を見なかったた

め、閉会中継続審査とすることを報告することに決

定させていただきたいと思いますが、よろしいでし

ょうか。 

○平賀貴幸委員 記の１はですね、一定程度公的な

委員会をつくって、そこで議論させてほしいという

ことなのだというふうに思います。 

 今ですね、お二人の議員から、お一人は会派の中

でその話を聞いていくのでというような趣旨でした

けれども、それは会派のほうでやっていただけた

ら、望ましいことだと思いますけれども、残念なが

ら公的なものには位置づけには、どうやってもなら

ないのがまず一つあるのだと思います。 

 それから、既存の給食運営委員会でしっかり議論

をという話はありましたけれども、公募を求めてい

るのですね。 

既存の給食運営委員会が公募をした方も入れなが

らですね、議論をしていくのだとすればある程度こ

の請願者のニコニコアバシリゴハンの皆さんも、納

得できる部分が私はあるのだろうなと思いますが、

現行の規則等を見ていくとそういうふうなつくりに

はなってないはずなので、そこで議論をというのは

なかなか難しいですし、恐らくそこがこの民間委託

のですね、関係だとか集約化について議論をするよ

うな、場所としての位置づけにもともとなっていな

いのではないかなと思うのですけれども、その辺、

教育委員会、ここはどんな場所なのですか。 

○林幸一学校教育部長 この学校給食の運営委員会

につきましては、市が運営しています給食提供につ

いての献立内容、また食に関する指導の推進などに

ついての意見交換等を行っている場となっておりま

す。委員の構成メンバーといたしましては、代表と

なる学校長、教頭先生、また各学校の栄養教諭、そ

れから調理員の代表、それからＰＴＡの会長とその

団体のほうから３名御推薦いただいて、構成してい

るという内容でございます。 

○平賀貴幸委員 この給食委員会でこの給食の一部

民間委託とか集約とか、その辺のことを議論してい

くという場所なのですか、そういう考え方をお持ち

なのですか。 

○林幸一学校教育部長 今までこの運営委員会の中

でそういった議論はしておりませんけれども、これ

からできるかどうかというのは、ちょっと今後検討

が必要なのかなというふうに考えております。 

○平賀貴幸委員 せめてそこを公募で行うのだった

ら、まだ少しわからないでもないですけれども、要

綱上はそういうことになってないのですけれども、

そこは条例で定められているのでしょうか。これは

公募だとかそういうことは、やろうと思えばできる

ような仕様になっているのでしょうか。 

○永本浩子委員長 暫時休憩いたします。 

 長時間になりましたので、10分間休憩をとりたい

と思います。 

             午後２時12分休憩 

午後２時19分再開 

○永本浩子委員長 それでは再開いたします。 

 平賀委員の質問に対する答弁から。 
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○林幸一学校教育部長 学校給食運営委員会につい

てでございますけれども、この委員会は設置要綱で

定められている委員会でございます。 

 この委員会での事業の内容としましては、先ほど

御説明させていただいた内容を議論しているという

ことでございますけれども、給食運営の在り方につ

いて、また公募の委員を入れるかなどは、その場で

は判断することができないところでございます。 

○平賀貴幸委員 そうなのだと思うのですね。要綱

には公募をするとか、そういう記載は多分ないのだ

と思うので、それをするかしないかの判断というの

は、今この場でいきなりできるわけがないのだとい

うふうに思います。 

 そうすると現時点ではやはり、そういった仕組み

が存在していないですね。少なくてもそういう仕組

みが機能したという経過は、今のところないのだと

思います。 

 ですから教育委員会自体で、教育委員の皆さんと

議論したもの以外にはないのだろうと思うので、や

はりここはですね、ここに書いてあるとおり、検討

委員会というのを設置するのが本来は正しいのだと

思いますし、そうでなければ、給食運営委員会その

ものの委員の中に公募委員をしっかり入れ込んでい

って、広く意見を聞いてよりよい形をつくるという

ことを目指してほしいのだと私は思いますので、そ

こはどうするかというのは、教育委員会の裁量です

から、ここの場でこれ以上やりとりやりませんけれ

ども、やっぱり採択をして、市民が協働したいとい

うその思いを議会としてしっかりと受け止めてそれ

を支えるという姿勢、やっぱり議会と議員は持つべ

きだと思うので、ぜひそこは賛同していただいて、

採択をしていただきたいというふうに改めて申し上

げたいと思います。 

○永本浩子委員長 今の平賀委員の御意見を受け

て、今までと意見を変える方がいらっしゃいました

ら挙手をお願いします。 

○近藤憲治副委員長 平賀委員からの御提案です

ね、非常にいい視点もあるかというふうに受け止め

させていただきました。 

 ただ、その公募の意義については、ちょっと今の

やりとり、今のお話だけだと、いたほうがいいとい

うニュアンスでしか受け止められないので、一義的

にはやはりまずその学校給食に関わっている、そし

てまたそのサービスの受け手の最たるものは小学

生、中学生の子供たちであり、その保護者の方たち

でありますので、その方たちと調理員の方たち、栄

養教諭の方たち、そして養護教諭の方たち、そうい

った実際に学校給食に関わっている方たちが、まず

は議論をしっかりと深めていくという形で運営委員

会をしっかり機能させていくということが大事なの

かなという思いは現状にあります。 

 併せて保護者の皆さん、またその市民の皆さんの

声をしっかり吸い上げて、政策に反映していく機能

というのは、教育委員会がやるべきだというふうに

提案するのも一つだと思いますけれども、併せてや

はり議会も、そういう機能は当然持っているわけで

すので、これまでも市民健康プールの建て替えのと

きであったりだとか、私がまだ議員になる前でした

けれども、青色ザリガニの保護条例、工藤さんがい

ろいろ調査をされてですね、結果的には形になりま

せんでしたけれども、議員が市民の皆さんと向き合

って、そして議会として様々な施策を導き出してい

くという作業もできるかと思いますので、そこはち

ょっといろいろ手法があるかと思いますので、今後

も議論をさせていただきたいと思います。 

○永本浩子委員長 ほかにはいかがでしょうか。 

○平賀貴幸委員 今、近藤委員から議会でいろいろ

議論をする、そういった考え方もあるということ

で、過去の事例も若干示していただきながらお話が

ありました。 

 委員長にちょっと伺いたいというふうに思います

けれども、私ももしこの請願が残念なことに継続な

るのであれば、そこはそこで議会として委員会とし

て考えねばならないというふうに思う立場の一人で

あります。なぜかとするとですね、過去にどんな経

過で今の学校給食になっているのかということをか

いつまんでお話すると、平成23年の代表質問で初め

てですね、この学校給食の在り方についてどうなん

だということが、山田議員、松浦議員から質問があ

って、それに対する答弁で木目澤教育長からセンタ

ー方式は考えていないんだということと、しかし、

これまでの方式の継続と新たな親子方式、今の方式

どちらがいいか検討しているのだという答弁があっ

たのですね。その後、６月に私が一般質問したので

すけれども、その答弁でそのときにですね、保護者

や現場の教職員に全く話がされていないのだけれど

も、どうしてその状況のまま進めようとしているの

だということを伺っているのです。 

 そうすると、当時の木目澤教育長はですね、まだ

決まらないものを説明すると混乱が生じるので、こ
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れまで説明を行ってこなかったと。でも、これから

結論が出てくるということなので、直営が望ましい

が、新たな親子方式を進めることで、今後保護者や

学校の説明をしていくということで答弁があったう

え、それを受けてですね、９月から10月の間に、先

ほど申し上げたような説明会が行われ、その年の12

月の議会に補正予算としてどうしても耐震化の予算

を使いたいからということで、急遽上げられて議論

をして決めてきたという経過なのですよ。 

 そういった経過から今回の経過を比較すると、や

はり今予算が上げられてない、一旦踏みとどまって

ますけれども、拙速感はやはり否めないのだと思う

のですね。 

 そうすると今、近藤委員から話があったとおり、

しっかりと議会の中でですね、そういった議論をす

るような機会を何らかの形でつくっていくという考

え方を持つ必要があると思うのですけれども、委員

長どのようにお考えなのか伺いたいと思います。 

○永本浩子委員長 もし、私も皆さんの賛同がいた

だけるようでしたら、文教民生委員会としてこの給

食問題に関してはしっかり議論を深めながら、ま

た、委員会として教育委員会のほうにも、提案をし

ていきたいと思っておりますので、皆さんいかがで

しょうか。もしそういったことをちゃんとしていた

だければ、そういう機会をつくりたいと思っており

ます。 

○近藤憲治副委員長 今の今のお話ですので、一旦

委員長、お持ち帰りいただいて、また各委員の皆さ

んの御意向も聞いていただいて、今、３月定例会の

最中ですから、新年度なのか、どのタイミングなの

かありますけれども、委員会としての具体の動きを

つくっていければいいと思います。 

 以上です。 

○金兵智則委員 いま一つわからないところがあっ

て、今、委員長からそういう提案を僕らがいただい

たわけで、委員長が持ち帰る必要性が僕には全然わ

からなくて、僕らが持ち帰るのならまだわかるので

すけれども、委員長が発言を持ち帰えれというの

は、随分な副委員長だなという話になっちゃいます

ので、それはやっぱり訂正したほうがいいのかなと

いうふうに思います。 

○近藤憲治副委員長 はい、ありがとうございま

す。金兵委員の御指摘のとおりでございますので、

委員長の御見解を今示していただきましたので、各

委員の皆さん持って帰っていただいてですね、改め

て具体的にどのような形をつくっていくのか、後刻

協議できればと考えております。 

 以上です。 

○平賀貴幸委員 持ち帰るということでありますけ

れども、私は、ぜひやってくださいというふうに申

し上げたので、持ち帰るもなにもないのですけれど

も、請願が残念ながら継続になるのであれば、そう

いうことが必要だっていうことで申し上げさせてい

ただきましたが、改めて申し上げますけれども、委

員長の職権というのはかなり強いのだと思います。 

 こういったところで調査が必要だ、あるいは研究

が必要だということで、委員会を招集するのか、協

議会で行うのかいろいろな形はありますし、広聴会

を開くですとか、いろいろな方法がありますので、

そういった創意工夫をしながら、ぜひ進めていただ

きたいというふうに思います。 

 それぐらいこの案件は、とても大切な案件で、繰

り返しますが、市民が協働求めてきていることに対

して、議会がどう答えるというのが問われていると

いうことを忘れてはいけないのだと思います。 

○永本浩子委員長 では、このことに関しては、き

ちんとまた皆さんの御意見をいただくこととしまし

て、今回の請願第13号の結論に関しては、意見の一

致を見なかったということで、閉会中継続審査とす

ることを報告することに決定してもよろしいでしょ

うか。 

      〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、以上のように決定させていただきま

す。 

 

○永本浩子委員長 次に移ります。 

 それでは、請願第14号網走市の学校給食の民間委

託中止と、安心安全な給食の維持を求める請願につ

いて審査いたします。 

 この請願に関しては2,278名の署名も届いており

ます。 

 では、この請願について委員の皆さんの御意見を

お示しいただきたいと思います。 

○村椿敏章委員 この請願に2,278名の署名をして

くれた方がいらっしゃって、かなり短い期間で集ま

った数としては、非常に大きな数字なのかなと思っ

ております。 

 そして今、教育委員会のほうでは、職員不足が課

題だというところですけれども、それが民間に委託

されたからといって解決されるものではないと思う
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のです。 

 また今、正職員の退職不補充という市の方針があ

る中で、今回は１つの共同調理場を追加してつくる

という部分ですけれども、この後も正職員を退職不

補充とするとなれば、またさらにですね、民間委託

の学校が増えてくるだろうと。ここに書いた全校へ

と拡大していくことも懸念されるということも考え

られます。 

 なのでまず、この市民の声を大きく受け止めて、

私はこの請願については採択すべきだと思います。 

 またですね、私もこの署名を集めた中で、市民の

声を聞きながらやったのですけれども、この間、現

状の退職不補充ということで、ごみの処分場の民間

委託、それから除雪の民間委託とそれから保育園の

民間委託と次々とされておりますが、何でも民間委

託じゃなくて、この学校給食は本当に昔からあっ

て、いいものなのだから、いいものは残さなきゃだ

めだろうと。なんでも民間委託ではだめだという声

が、かなり聞こえておりました。 

 ぜひ、請願は採択してほしいと思います。 

○永本浩子委員長 それでは、ほかの委員の方いか

がですか。 

○金兵智則委員 この請願については多くの方々

が、この意見に賛同して署名をされたということも

ありますので、その気持ちもしっかりと受け止めて

いきたいなというふうに思いますし、そもそもやっ

ぱり今回の給食の話に懸念があると、その不安が払

拭できないと。だから中止してくれというふうな強

い思いを持っている方々が多くいらっしゃるという

のも私どももわかりますので、この請願については

採択をお願いしたいというふうに思います。 

○永本浩子委員長 それでは、次の委員の方。 

○古田純也委員 先ほどの請願第12号と一緒でです

ね、そもそもいろいろな選択肢の幅を縮めるのはい

かがなものかと思いまして、ここは継続と。 

 ただ署名を集めていただきました、皆さんにとっ

ては本当に私も対象になる子供がいますので、感謝

を申し上げたいと思います。 

○永本浩子委員長 ほかの方はいかがですか。 

○近藤憲治副委員長 こちら請願第14号でございま

すけれども、2,278筆の署名とともに提出されたも

のと受け止めております。 

 この署名ですね、多くの方が参加をされたと、関

わられたということでございますが、書いた方々か

らもお話を伺っていますが、非常に何と言いますか

ね、懸念と心配がある分、こうなってしまうのでは

ないのかなあという、そのイメージが非常に強くあ

って、やはりファクトに基づいた問題提起をやって

いくことが、必要だなというふうに感じているので

す。 

 例えば、この文言の中にありますけれど、「民間

委託が全校に拡大」「地産地消や食育の観点が失わ

れ、給食費が上がる」というような「想定されま

す」とは書いてありますけれども、初見の方であれ

ば本当にそうなっちゃうのかなという、大変心配を

されると思うのですね。ちょっと教育委員会に確認

ですけれども、「民間委託が全校に拡大する」「地

産地消や食育の観点が失われる」「給食費が上が

る」、このような説明というのをどこかでした経過

というのはあるのですか。 

○林幸一学校教育部長 今まで対象校等で説明会を

開催させていただいておりますけれども、この説明

会中におきましても、実はこの地産地消、それから

給食費はどうなるのですかという御質問はございま

した。 

 この中で給食費につきましては、そもそもが食材

料費によって給食費は算定するものであるというこ

とでございますので、例えば物価が急激に変動して

上がっただとか、消費税等が上がったとか、そうい

う場合以外は給食費が上がるということはございま

せんということで御説明をしております。 

 また、地産地消につきましても食材料につきまし

ては、これまでどおり直営で調達しますということ

でお話はさせていただいております。 

 以上でございます。 

○近藤憲治副委員長 やはりこれ当然、地域の課題

を問題提起して、どのように解決していったらいい

のかという、一種の政策で地域課題を解決していく

という流れなのだと思うのですけれども、やはりそ

のファクトに基づいて問題提起をしていくというこ

とが、まず大切だというふうに思います。その上

で、その事実としてある課題をこのように解決して

いくべきだだとか、ここはこのように是正すべきだ

というような、打ち出し方で訴えていくというの

が、私は本来の署名の在り方なのではないのかなと

いうふうに思いますので、本当に多くの皆さんが署

名を寄せられたというふうに受け止めていますけれ

ども、後々聞いてみると、きちんと不安や懸念を払

拭してくれるのだったら、様々なやり方を検討して

もいいのじゃないかとかですね、後になってからそ
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ういう話をされている方もいらっしゃいました。 

 本当にこの給食に関しては、様々な方が様々な見

解を持っていらっしゃいます。 

 直営でという御意見もあれば、一方で一気にセン

ター化をして民間委託をして、将来に持続可能な形

をつくるべきだという御意見もあれば、給食が安定

的に出されることがまず大事だと、またはその段取

りや検証をきちんとやる必要があるのだというよう

な声もいただいております。 

 そういった声にも耳を傾けながら、私は適切な時

期に適切な判断をする責任を負っているというふう

に考えておりまして、この請願第14号につきまして

は、同意しかねるというふうに考えております。 

○永本浩子委員長 それでは、ほかはいかがです

か。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 よろしいですか。 

 それでは、意見の一致を見なかったということ

で、閉会中継続審査とすることを報告することに決

定してもよろしいでしょうか。 

      〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 では、そのように決定させていただきます。 

 

○永本浩子委員長 次に、陳情２件について審査を

行います。 

 それでは、陳情第16号子供の医療費無料化制度の

拡充を求める道への意見書の提出を求める陳情につ

いて審査いたします。 

 この陳情について、委員の皆さんの御見解をお示

しいただきたいと思います。 

○村椿敏章委員 北海道への意見書を提出してくだ

さいというものですが、網走市も今、子供医療費の

助成を３割負担のところを原則１割負担している

と、これをもっと拡充できないかという声もたくさ

んあります。道が無料化の拡充をすることで網走市

の負担の部分が減りますから、さらに無料化の範囲

が拡充できると思いますので、ぜひ網走市としては

この意見書を提出していったほうがいいと思いま

す。 

 以上です。 

○永本浩子委員長 ほかの委員の皆さんいかがです

か。 

○金兵智則委員 今、村椿委員がおっしゃったとお

りだと思います。 

 北海道のこの医療費の助成、無料化にさらに、網

走市としてはプラスをして大きな拡充をしている段

階ですけれども、同じ道のほうで拡充をしていただ

ければ、市の負担が同じことをやれば負担は減りま

すし、同じ負担をするならばもっと拡充ができるよ

うになるのかもしれませんので、道には積極的にや

っていただきたいというふうに思いますので、これ

は通すべきだというふうに思います。 

○永本浩子委員長 それでは次、どなたか。 

○古田純也委員 公平な社会制度を確保する観点か

ら、本来国が全国一律の助成措置を制度化するべき

だと思いますので、まず、国の動向を見極めたいと

思います。 

 継続で。 

○永本浩子委員長 継続。 

 ほかの委員の方はいかがですか。 

○近藤憲治副委員長 こちらは郵送でいただいた陳

情であることを受け止めておりますが、いわゆる子

供医療費の無料化を道の支出によって行うべきだと

いう願意だとふうに受け止めております。 

 道議会でも種々議論がされているようですが、ま

ず一義的には、子供医療費の無料化については、国

が統一的な制度をつくるべきだろうという考え方が

前提としてあります。 

 そしてもう一つですね、道庁の財政状況をきちん

と冷静に見極める必要もあるのじゃないかというふ

うに思います。 

 中間自治体としては大変厳しい位置にいますの

で、我々から言えばいいんだという考え方もあるか

と思うのですけれども、やはり一方で、きちんとで

すね、制度設計ができるのかどうかを冷静に見極め

る必要もあるかと思いますので、こちらにつきまし

ては、引き続き研究をさせていただきたいというこ

とで、継続していただきたいと思います。 

○永本浩子委員長 ほかに、いかがでしょうか。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、意見の一致を見なかったため、閉会中

継続審査とすることを報告することに決定してもよ

ろしいでしょうか。 

      〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、そのように決定させていただきます。 

 

○永本浩子委員長 次に、陳情第17号生活保護収入

認定等に関する陳情について審査いたします。 

 この陳情について、委員の皆さんの御意見をお示

しいただきたいと思います。 
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○平賀貴幸委員 確認したいのですけれども、この

慰謝料のものについては、全額認められないわけじ

ゃないということですけれども、その自治体の裁量

みたいな形になっているのですけれども、網走市で

はどんな取り扱いになっているのでしょうか。 

○岩尾弘敏社会福祉課長 生活保護費については、

毎月各世帯ごとの最低生活費を計算しまして、収入

分を差し引いて、生活保護費として支給していると

いうことでございますが、この自賠責の慰謝料につ

きましては、国の実施要領に基づきまして8,000円

を超える部分を収入認定しているという状況でござ

います。 

○平賀貴幸委員 つまり8,000円だけが一定額とし

て収入認定の除外になっているというのが、今の現

状なのだというふうに思いました。 

 いろいろな理由で自賠責ですから、これは事故に

ついてですけれども、慰謝料が発生するということ

は、生活保護の方であってもそうでなくてもあるの

だというふうに思います。そうすると、生活保護か

らやはり除外されたほうが、本来の扱いではないの

かなと思うので、これについては採択をして一定額

の収入認定の除外というのは、現状から拡大される

ということが望ましいと思いますので、採択という

ことでいいと思います。 

○永本浩子委員長 ほかの委員の方いかがですか。 

○村椿敏章委員 この陳情に書いてあるとおりなの

ですけれども、慰謝料ですね、事故を受けて、非常

に大変な目にあったわけですから、それに対しての

慰謝料が出ているわけですから、当然生活保護の扶

助費から引くというのはおかしなものだと思いま

す。ですので、採択すべきだと思います。 

○永本浩子委員長 ほかの方いかがでしょうか。 

○古田純也委員 生活保護法第63条の内容に問題な

しということで不採択です。 

○永本浩子委員長 ほかにいかがですか。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、意見の一致を見なかったということ

で、この件に関しても閉会中継続審査とすることを

報告することに決定してもよろしいでしょうか。 

      〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 では、そのように報告させていただきます。 

 それでは、ここで理事者の皆さんには退席をして

いただきまして、委員の皆さん、しばらくお待ちく

ださい。 

 しばらく休憩いたします。 

             午後２時44分休憩 

午後２時45分再開 

○永本浩子委員長 それでは再開いたします。 

 行政視察の実施について協議したいと思います。 

 まずは、行政視察を実施するか否かを決定してい

きたいと思いますので、皆さんの御意見を聞かせて

いただければと思いますが、いかがでしょうか。 

○金兵智則委員 行政視察は、先進地を学んでくる

ということで、大変大事な事業ではあると思います

ので、これまでどおりやったほうがいいとは思いま

す。 

○永本浩子委員長 ほかに御意見ございますか。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では皆さん、行政視察を実施するということで、

意見の一致を見たということでよろしいでしょう

か。 

      〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 時期なのですけれども、昨日の総務経済委員会で

も出席された方は、検討内容お聞きになっているか

と思いますが、いつもの年ですと改選期ではない年

は５月に実施しておりますけれども、３月時点で、

新型肺炎による各種イベントも中止になっている状

況にありまして、またもし５月にやるとすると、事

務局のほうが動き出すのが２カ月前の３月というこ

とで、なかなか厳しい状況があるということで、総

務経済委員会のほうは、秋の10月か11月に実施とい

うことが決まったところでありますけれども、文教

民生委員会としては、この時期についてどのように

考えますでしょうか、皆さん御意見ありましたら。 

○金兵智則委員 文教民生委員会も総務経済委員会

にならってやったらいいと思います。 

○永本浩子委員長 はい。 

 皆さん、それで御異議ございませんか。 

 それでは６月定例会で、秋季実施の予定で改めて

視察先、日程等協議していくことになりますので、

それまでにこういったところをぜひ視察したいとい

うところがありましたら、皆さんぜひ考えてきてい

ただきたいと思いますのでよろしくお願いいたしま

す。また最終的には、正副委員長一任になることも

ありますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは全体を通して、各委員より何かございま

せんか。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

  では、これで文教民生委員会を閉会いたしま

す。お疲れさまでございました。 
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午後２時47分閉会 

 


